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2013年には内閣府男女共同参画局が「男女共
同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成
し、地方公共団体が防災に取り組む際に配慮すべき
男女共同参画の視点を具体的に提示した。今年５月
には、さらに新しい内容を盛り込んだ「災害対応力を
強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの
防災・復興ガイドライン～」（以下、「防災・復興ガイド
ライン」と略）が公表された。
以下の項では、防災・復興ガイドラインの内容も参
考にしつつ、平常時の備え、避難生活、復旧・復興に
おける女性への配慮の視点を導入する際の課題に
ついてみていきたい。

平常時における災害への備え
防災に限らないが、意思決定過程への女性の参
画によって、女性のニーズに応える環境整備が進む
ことが期待できる。防災については、地域の防災に
関する重要事項を審議する防災会議が各地方公共
団体に設置されている。災害対策基本法では第14
条第１項で都道府県防災会議の設置、第16条第１
項で市町村防災会議を設置することとしている。会
議の運営方法や委員構成については、各自治体の
条例で規定されている。
地方公共団体では意思決定過程への女性の参
画を促進すべく、審議会の委員のうち女性の割合を
30％または40％とすることを目標としているところ
が多い。しかし、防災会議については埼玉県防災会

はじめに
今年に入って全世界を襲ったコロナ禍の下では、
平常時においてなんとなく見過ごされてきた問題が
より明確な形で人々の眼前にさらされることとなった。
男女の社会的、経済的格差や性別役割分担による
弊害もその一部である。たとえば、一斉休校処置に
よって子どもの世話をするために休業を余儀なくさ
れたのは女性労働者が多いこと、男女共に在宅勤
務が増えたが、その結果、女性に家事労働の負担が
さらに偏重した家庭が多かったこと、経済活動の停
滞によってより多くの女性の労働者が失職したり収
入の減少に直面したことなどがあげられる。非正規
雇用者は女性の割合が高いため、平常時における
男女の格差について、非常時にはより大きな影響が
及ぶ。さらに、緊急事態宣言下においてステイホー
ムを余儀なくされたことから、ＤＶや児童虐待の被害
の増加が報告されている。
コロナ禍の様な非常時においては、平常時から存
在していた社会の歪みの影響がますます増幅されて
しまう。それは災害時も同様である。コロナ禍におい
てはステイホーム、災害時においては家を喪失する
人がいるという正反対な状況ではあるが、経済活動
の停滞によってより多くの女性労働者の雇用状況が
悪化したり、被災者のストレス増加等によってＤＶ被
害や児童虐待が増加すること、女性に家事労働や
ケア労働（育児や介護等）の負担が過重にかかるこ
となどは共通している。
ここ数年、日本では毎年のようにどこかの地域が
大地震や台風等による水害に見舞われている。私た
ちは、災害という非常事態が、明日、自分に降りか
かってもおかしくない状況に置かれているといっても

議の女性の委員の割合は17.4％、埼玉県内市町村
防災会議全体で11.2％を占めるにすぎない。全国
平均はさらに低い割合となっている。

防災会議に女性の委員が少ない理由の一つとし
て、会議の委員は条例等で指定されている機関（主
に庁内部局や外郭団体、ライフライン事業者等）の
長などが就任することが多く、そうした職に元々女性
が少ないことがあげられる。また、女性の委員がいた
としても、それぞれの組織を代表して出席している
立場から、女性への配慮に特化した話題にまで至ら
ないことも予測される。
そういった課題に対して、女性の委員を増やす方
策として、たとえば保健師や助産師、看護師、保育
士、介護士等の女性が多い専門職かつ災害対応に

深く関わる可能性が高い職にある人を委員として登
用することが考えられる。また、あらかじめ自治体が
有している女性人材リストから推薦してもらうという
方法もある。
委員の女性比率を高めることが困難であったり、
防災会議において女性の視点に立った対策が取り
上げにくい場合には、会議の下部組織として当該
テーマを主題として検討する専門部会を設けること
も一つの方策といえる。
また、自治体における職員の体制を整備すること

も必要である。防災・危機管理担当部局の職員の男
女比を庁内全体の職員の男女比と同程度にするよ
う努めたり、災害時に避難所となることが予定され
ている施設には必ず女性職員も配置するなどの工
夫が必要である。
地域社会における備えも重要である。近隣住民同
士で組織される自主防災組織には女性の参加が多
い組織もあるが、リーダーの役割を担う女性が少な
い傾向がある。女性のリーダーを育成すると同時に、
避難訓練や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を通じて、
あらかじめ女性の視点を反映した防災活動への住
民の意識づけを行うことも必要である。
そのほか、当然のことながら、女性用品や妊産婦・
乳幼児・子育て家庭のニーズに応える生活用品、プ
ライバシーを確保するための物資等の備蓄も最重
要課題である。「防災・復興ガイドライン」によると、
防災会議の女性委員比率が高いと各種生活用品を
常時備蓄する比率が高いという調査結果が報告さ
れている。こうしたことからも、防災に関する意思決
定過程に女性の参画が増えることの重要性がうか
がえる。

避難所運営における課題
男女共同参画や女性への配慮の観点から、避難
所運営において最も重視すべき課題は、女性や子ど
もが安全に避難生活を送れる環境を整備することで
ある。

これまでの災害の経験から、避難所の環境整備と
して、トイレ・物干し場・更衣室・休養スペース・入浴
設備は男女別に設け、授乳室を設けることが必要と
されている。また、男子トイレと女子トイレの割合は１：
３の割合が推奨されている。そのほかにも女性用品
については配布場所を設けたり、生理用品等はあら
かじめ女子トイレに配備する等の配慮が必要となる。
また、避難所運営においては管理責任者に女性と
男性の両方を配置して、双方のニーズをきめ細かく
汲み取れる体制を整えることが重要である。
避難者の安全の確保として特に注意をしなけれ

ばならないことは、女性や子どもに対する暴力の防
止である。災害時はプライバシーを守ることが難し
い環境であることに加えて、被災者にストレスがかか
ることから、平時よりも性暴力やＤＶ、児童虐待が起
こりやすくなるという認識が共有されることが望まし
い。特に、子どもは保護者や大人が災害対応に追わ
れて目を離す時間が多くなることから、犯罪に巻き
込まれないようにする注意が必要である。
災害時には、平時よりも、立場の弱い人がさらに
困難な立場に追いやられる可能性が高くなる。そう
した状況に対応するためにも、災害発生後であって
も男女共同参画センター（女性センター）の機能は
通常通りとすることが望ましい。男女共同参画セン
ターは、男女平等社会に向けての啓発活動からＤＶ
相談に至るまで男女共同参画社会に向けて総合的
に対応する機能を持っている。しかし、多くの公共施
設と同様に、災害発生後は避難所として転用される
ことも少なくないことから、男女共同参画センター職
員が避難所運営に従事することによって相談機能
等が停滞することもありうる。相談窓口としての機能
を維持しつつ、妊産婦や出産直後の母子専用ス
ペースを設置するなど、従来の機能を活かす利用方
法をあらかじめ準備しておくことも重要である。
また、避難所における共同作業で、片付けなどの
力仕事は男性、食事作りは女性というような性別に
よる役割分担をルールづけることは避けた方がいい

と考えられる。同じ避難所で生活しているとしても、
ある人は行方不明の家族を探したり、ある人は持病
を持っていたりするなど、抱える事情は千差万別で
ある。共同で作業を行うにしても、誰かに負担が偏る
ことがないルール作りが必要である。
被災下におけるストレスからくる心身の不調にも

男性と女性では異なる影響が表れることが報告され
ている。避難生活だけではなく、仮設住宅や復興住
宅に移ってからも注意が必要だが、ケアのあり方に
も性別による配慮が求められる場合がある。

復旧・復興に向けての課題
義捐金や被災者生活再建支援金等は被災者の
生活再建に向けて大きな助けとなる。しかし、これら
の支援金の支給先は多くの場合、世帯主への支給
が制度化されている。世帯主と家族の意向が違った
り、世帯主と家族が別生計になっていたり、世帯主と
は別の家族が生計を支えている場合もある。今般の
コロナ禍における１人あたり10万円支給の特別定額
給付金も、支給開始前からＤＶ被害者への支給の
困難が見込まれていた。マイナンバー制度も導入さ
れたので、今後は従来の世帯主中心主義から個人
の支援へとシフトするような動きになることが期待さ
れる。
また、復興まちづくりの過程により多くの女性が参
画できる仕組みも必要である。たとえば、まちづくり
のために組成される協議会の役員のうち３割以上を
女性とするといったことや、復興まちづくりのための
協議に住民が参加する場合には世帯主だけでなく
一つの世帯から男性も女性も参加できるような仕組
みづくりも考えられる。
雇用については、女性は男性と比べて非正規雇

用の割合が高く、災害等の非常時において解雇され
やすい傾向がみられる。また、育児や介護など家庭
におけるケアの役割が偏りがちである。女性が就業
復帰しやすいように、早期に子どもや要介護者の預
け先を整備するとともに、雇用継続や起業等を支援

過言ではない。本稿では、災害にまつわる防災・避
難・復興の各段階における女性の視点に立った対応
の必要性について取り上げていくこととする。

防災・災害時における女性の視点の必
要性の認識
災害への備えや避難所運営、復興において、女性
特有の課題への対応や女性の視点の必要性が認
識されはじめてからかなりの時間が経過している。
1995年の阪神・淡路大震災の直後から、避難所
等において性暴力被害が発生したことは報告されて
いた。しかしながら、当時はこうした事実については
あまり広く認識されないままであった。その後、2004
年の新潟県中越地震など度々の大きな災害の発生
を経て、女性に固有のニーズへの対応不足や避難
所等における性別役割分担の強制、性暴力やＤＶ
被害の危険性の増大などが広く認識されるように
なった。
こうした経験から、国も防災体制に女性の視点を
組み込む必要性を明確にし、2005年に策定された
「第２次男女共同参画基本計画」と「防災基本計
画」にそのことが書き込まれた。
しかし、国民の防災意識を一気に高めると同時に、
防災への女性の視点の必要性を広く認識させるこ
とになったきっかけは、やはり2011年の東日本大震
災の発生であると考えられる。2011年以降に策定
される地方公共団体の男女共同参画計画には、防
災活動に女性の視点を反映させることの必要性に
言及することが増えていった。また、女性のための防
災ガイドなどの一般書籍も多数出版されるように
なった。

防災・避難・復興における
女性の視点の必要性

●埼玉県内自治体の防災会議における女性委員の
　割合の推移

●全国の防災会議における女性委員割合

主任研究員
青木 淳子

●防災・復興ガイドラインにおける７つの基本方針

（１）平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤
となる

（２）女性は防災・復興の「主体的担い手」である
（３）災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮する
（４）男女の人権を尊重して安全・安心を確保する
（５）女性の視点を入れて必要な民間との連携・協働体制を

構築する
（６）男女共同参画担当部局・男女共同参画センターの役割
を位置付ける

（７）要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮する

資料：内閣府「都道府県別全国女性の参画マップ」、埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」
　　をもとに作成
（注）平成31年4月1日現在

資料：埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」をもとに作成
（注）各年4月1日現在
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する助成も含めて、女性の就業を支える取り組みも
必要である。

災害対応に携わる職員や支援者への
視点
これまで、市民の立場から見た防災体制について
述べてきたが、災害時に市民を支える公務員や消防
署員、警察官、保育士、介護士なども一生活者であ
るという視点を忘れてはいけない。災害の発生時か
ら待ったなしの対応を迫られるが、上記の人々の中
にも世話をしなければならない子どもや介護を必要
とする家族を持つ人が少なくないと思われる。あら
かじめ災害が発生した時には、どのような体制をとる
か自治体全体で準備しておく必要がある。
また、これまでの災害時には、上記の職員やボラン
ティア等の支援者が性暴力やセクシュアル・ハラスメ
ントの被害に遭ったケースも報告されている。こうし
た事態を避けるための環境整備や相談体制・通報
体制を整備しておくことも大切である。

おわりに
今回述べた事項は、防災・避難・復興において、女
性の視点に立って留意すべきことである。また、当然
のことながら災害発生時には、女性だけでなく、高齢
者や心身に障がいを持つ人、外国人や家族に病人
や要介護者がいる人、ペットと暮らす人など、避難に
あたって困難を感じる人も少なくない。これまでも被
災者一人一人の困難に耳を傾け、多くの気づきを経
て「防災・復興ガイドライン」など被災者に寄り添う
環境づくりが進められてきた。災害などの非常時に
は、皆が我慢しているのだから不便は我慢しなけれ
ばならないというような空気に支配され、時には犯
罪被害を訴えられないような人権侵害にまで至って
しまう可能性もある。「我慢」ではなく、不都合や不
便があれば声を上げられることが当たり前になり、こ
れからも被災者への様々な配慮の視点が更にアップ
デートされていくことが期待される。
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（1） 一般機械…前年を大きく下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、2018年7～9月期以
降、前年割れが続いてきた。2019年10～12月期に
前年比▲0.6％とほぼ前年並みの水準まで戻したも
のの、2020年1～3月期には再び同▲22.3％と大
きく減少し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て緊急事態宣言が発出された4～6月期は、同▲
29.6％と減少幅が更に拡大した。
2020年7月の生産指数も、生産用機械の落ち込

みが非常に大きかったことなどから、生産指数は前
年比▲33.1％と大幅な前年割れとなった。7～9月
期を通してみても、米中貿易摩擦の影響が残るなか、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って海外経済
が大幅に減速したことで、輸出比率の高い一般機
械の生産は落ち込んでいる。国内における企業の
設備投資マインドの慎重化も加わり、一般機械の生
産は前年を大きく下回った模様である。
空気圧機器は、昨年秋口以降緩やかに生産が持

ち直していたが、足元では前年を下回っている。歯
車は、自動化・省力化機器向けが比較的堅調だった
ことなどから、昨年まで底堅い動きを続けてきたが、
年明け以降は大きく落ち込んでいる。
全国の半導体製造装置は、前年に減少が続いて

いたこともあり、今年に入って持ち直している。県内
の半導体製造装置の生産は月ごとの振れ幅が大き
いが、ならしてみれば前年の水準を下回っている。
昨年後半に大きく落ち込んだ医療用機械器具は、
反動もあって緩やかながらも持ち直している。
世界全体でみれば、依然として新型コロナウイル

スの感染拡大に歯止めがかかっていない状況にあ
り、海外経済の持ち直しには相当の時間が必要にな
ろう。先行きも、輸出比率の高い一般機械の生産は
前年を下回る水準で推移するとみられる。
 

影響が大きい。産業向けの電気機械は、海外での
投資抑制の動きに加え、国内企業の設備投資も延
期や見合わせの動きが出ていることなどから大きく
減少している。
情報通信機械は、現在県内では業務用通信機器、
計測機器および、カーナビ、カーオーディオが中心と
なっている。サプライチェーンを通じた生産の減少
から4～6月期は大きく落ち込んだが、国内外での生
産が回復してきたことなどから7～9月期はやや持ち
直している。
先行きについては、国内外の生産全体の回復を
受け、徐々に回復していくとみられる。自動車の電動
化や電子制御の進展にともなう電子部品の需要増
や、5Ｇ関連の基地局向け需要、デジタル化の進展
に伴うデータセンター整備、防災、防犯関連の監視
カメラや監視システムなどインフラ関連への期待も
大きくなっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を大きく下回る
乗用車：県内の乗用車販売台数は、4～6月期が前年
比▲30.4％と新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊
急事態宣言の発出があり、1～3月期の同▲8.4％か
ら減少幅が大きく拡大した。緊急事態宣言が解除さ
れた7～9月期は同▲11.7％と減少が続いているも
のの、減少幅が縮小し販売は改善に向かっている。
減少していた来店客も、徐々に戻りつつあるようだ。

最悪期は脱したとみられるものの回復の足取りは重
く、企業の業績も悪化している。先行き景気は上向
くとみられるが、その回復テンポは緩やかにとどまり、
企業の設備投資も低迷するとみられる。トラックの
生産もしばらくの間減少が続くと予想される。
部品メーカー：乗用車、トラックとも完成車メーカー
の生産が大幅に減少しているため、部品メーカーの
生産も前年を大きく下回った模様だ。
先行きについても、減少傾向が続くと予想される。

（4） 鉄鋼…前年を下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、2018年7～9

月期に前年比横ばいとなった後は、前年を下回る水
準で推移してきた。2020年4～6月期には、新型コ
ロナウイルス感染症の影響も加わって、7四半期連
続の前年割れとなっており、7～9月期も、鉄鋼の生
産は前年を下回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い伸びを続けて

いたホテルの建設が一段落し、これまで堅調に推移
してきた都内のテナントビルや、昨年夏場頃まで持
ち直しの動きを見せていた病院や介護施設などの
医療関連施設も、このところ着工がやや減少してい
る。鉄筋コンクリート造に関しては、鉄筋組立工や現
場監督といった建設労働者の不足が続いていたが、
足元の工事量の減少に伴って、不足感が解消しつ
つあるようだ。
マンションは、建設コストの増加を受けて価格の
上昇が続いてきたことなどから、売れ行きが落ち込
んでいる。マンション販売業者の多くは、発売戸数
の絞り込みで対応しようとしているものの、一部で
は値引きを余儀なくされるケースもあり、新規着工
には慎重な姿勢をみせている。
コスト面では、スクラップ価格は比較的低い水準
で推移してきたが、足元では上昇の兆しがみられる。
鉄鋼生産が増加しているベトナム向けなどを中心に、
日本からのスクラップ輸出が増加した結果、市中在

（2） 電気機械…前年を下回る
県内の電気機械（電子部品・デバイス＋電気機械

＋情報通信機械）の生産指数は、2020年1～3月期
前年比▲0.5％、4～6月期同▲22.9％と2019年7
～9月期以降、前年を下回っている。1～3月期はや
や持ち直しの動きがみられたものの、4～6月期は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車
をはじめとした世界規模での生産の減少に連動し
たサプライチェーン全般の発注調整の影響から、電
気機械の生産は大きく落ち込んだ。7～9月期の生
産は4～6月期をボトムとして、徐々に回復しているも
のの、前年を下回ったとみられる。
電子部品・デバイスの生産は、2019年以降、中
国経済の減速から自動車向け、産業機械向けの電
子部品の需要が減少したことなどから、大きな落ち
込みが続いた後、新型コロナウイルス感染症の影
響により自動車や産業機械の生産が停滞する中、
工場の稼働にも影響が出るなど大きく落ち込んだ。
7～9月期は全般的な生産の回復を受け、徐々に戻
りつつあるが、稼働率は依然低い。
電気機械は県内で生産されるものは、産業向け

がほとんどである。県内で生産される電気機械の多
くは、生産機械や情報システムなどに組み込まれる
電気関連の部品や装置であり、組み込まれた機械
は海外へ輸出されることも多い。このため、電気機
械の生産は、企業の設備投資や海外経済の動向の

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、新型コ
ロナウイルスの影響で工場の一時稼働停止もあり、4
～6月期は前年比▲47.2％とほぼ半減した。減少幅
は5月の同▲52.2％をボトムに縮小してはいるものの、
7月が同▲47.3％と依然として大きく減少している。
また、新型コロナウイルスの影響で海外での自動
車販売も減少しているが、県内では輸出向けの生産
は少ないため生産全体への影響は小さいとみられる。
先行きについては、県内完成車メーカーの乗用
車販売台数の減少幅は縮小しているものの、前年
比二ケタの減少が続いていることから、生産の減少
傾向はしばらく続くと予想される。
トラック関連：トラックの生産は、4～6月期に大幅に
減少したあと、7～9月期は減少幅を縮小したものの
前年をかなり下回って推移した模様だ。新型コロナ
ウイルスの影響で海外景気が急速に悪化したため、
トラックの輸出が大きく落ち込んだことに加え、国内
販売の落ち込みもあり生産が減少した。
これまで国内のトラック販売は、首都圏の再開発、
ネット通販の拡大、東京オリンピック関連の需要増
に伴い増加してきた。しかし、オリンピック関連の需
要は既に一巡したうえ、景気の落ち込みに伴い建設
工事の遅れや計画の延期・中止が増えており、ト
ラック販売の低迷は続きそうだ。
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ景気は、

庫が減少し、価格が引き上がっている面もあるよう
だ。鋼材価格とスクラップ価格のスプレッドは維持さ
れており、生産量が減少するなかでも、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務を行う企
業が増えたことなどから、このところ都心部のオフィ
ス需要は弱含んでいる。都内の再開発プロジェクト
など、先行きも一定水準の計画は見込まれているも
のの、感染の終息時期が見通せないなか、デベロッ
パーはテナントビル建設工事を進めることに慎重に
なっている。10～12月期の鋼材の生産についても、
前年を下回る水準で推移しよう。
銑鉄鋳物の生産は、昨年夏頃までは比較的底堅

く推移していたが、米中貿易摩擦の影響などで海外
経済が減速するなか、輸出用の建設機械向けや工
作機械向けを中心に減少してきた。2020年1～3月
期には一旦減少に歯止めがかかったが、4月以降は
感染症の影響で、国内外ともに需要が一段と落ち込
み、鋳物の生産は前年を大幅に下回った。昨年の春
先に落ち込んでいた鋳鉄管については、夏場にかけ
て持ち直した後は比較的底堅い動きを続けている。
需要の大幅な落ち込みを受けて、製品価格は弱
含んでいる。鋼材向けのスクラップ価格が比較的安
価に推移するなかでも、より高品質な鋳物用スク
ラップの価格はあまり下がっていない。電力料金や
副資材価格の負担も大きく、収益が圧迫されている。

当面、建設機械向けや工作機械向けなどは弱い
動きが続くとみられることから、先行きの銑鉄鋳物
の生産も前年を下回って推移するとみられる。
 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：県内の公共工事請負金額は2020年4～
6月期前年比＋4.2％、7～9月期同+19.4％と好調
が持続している。公共工事の発注は順調で、建設業
者の受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定
している。都内の大手業者が引き続き繁忙なため、
県内業者の受注状況は価格面を含めて良好であり、
相応の収益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物のほか、河川、橋梁、道路なども改
修・補修工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。
民間工事：県内の非居住用の建築着工床面積は
2020年4～6月期は前年比▲16.0％、7～9月期は
プラスの見込み。民間工事の着工は、やや振れの
ある動きとなっている。ただ、受注残は相応にあり、
工事量はほぼ横ばいである。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。設備投
資の回復から好調だった工場やビルの改修、建て
替えなどは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、見合わせるところも出ており、このところ減少し
ている。商業関連やサービス関連も着工は手控えら
れている。新規着工には手控えがみられるが、都内
の大手業者は引き続き繁忙で、県内の工事は県内
業者が請け負っており、受注残は多く工事量は高水
準で横ばいの状況が続いている。
先行きは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、企業の設備投資意欲減退の影響やオフィス、商
業、サービス用の需要減が懸念される。

住宅：2020年4～6月期の新設住宅着工戸数は前
年比▲8.7％、7～9月期も減少が続いている模様。
マンションは、価格が高止まりしており、全体とし

て販売が不調なことに加え、新型コロナウイルス感
染症の影響で販売活動が手控えられたこともあり、
4～6月期は販売戸数が大きく減少した。一部大型
物件で販売が好調な物件があることや、販売戸数
の調整もあり、契約率は若干上向いているものの、
販売側の収益面も厳しくなっていることもあり、供給
は手控え気味となっている。
戸建の分譲住宅も新型コロナウイルス感染症の
影響を懸念し、土地仕入れや新規着工を絞ったこと
から着工戸数は減少している。一方、販売面は7月
以降展示場への来客数も多くなっており、来場から
契約に至る割合も上昇しており悪くない模様。
貸家は、空室率は低下傾向にあるが、供給過剰

の懸念は依然強く、新規の着工は引き続き手控えら
れている。
先行きは、マンションは地価の上昇や好立地の土
地の供給が少なくなっていることもあり供給の手控
えが続くとみられる。戸建て分譲は郊外の需要が高
まる期待もあり、堅調な推移が見込まれる。貸家は、
引き続きやや弱含みの見込み。新型コロナウイルス
感染症の影響については、所得面の不安が出てく
ると、購入に慎重な姿勢が広がることが懸念されて
いる。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は大きく減少・スー
パーは増加

百貨店：7～9月期の売上は前年を大きく下回ったと
みられる。緊急事態宣言により県内の多くの百貨店
が食料品売場を除き臨時休業となったため、4～6
月期の売上は前年比▲47.0％とほぼ半減した。5
月25日の緊急事態宣言解除に伴い営業を再開し
たが、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響もあ
り、売上の戻りは鈍かった。7月の売上は前年比▲
14.6％、8月は同▲8.7％、9月も昨年の消費税率
引き上げ前の駆け込み購入の反動もあり売上は減
少したとみられ、7～9月期全体でも大幅な減少と
なった。
来店客数と客単価をみると、来店客数は外出自
粛の影響から大きく減っているが、客単価は前年
対比微増となった。来店客数の減少ほどには売上
が減っていないことから、客単価の上昇に加え顧
客の買い上げ率が高まっているようだ。単に見るだ
けの顧客は減り、目的を持って来店する顧客が増
えている。
品目別では、在宅需要の高まりから食料品やリビ

ング関連が好調である。食料品は生鮮、一般食品
とも増加し、外食に行かないかわりに肉や鰻など少
し贅沢な食材を購入する顧客が多い。リビング関連
ではフライパンや鍋などのキッチン用品や、家の中
で快適に過ごしたいという需要から寝具が売れて
いる。
一方、主力の衣料品は苦戦している。衣料品はこ

れまでも低迷が続いていたが、さらに落ち込んでい
る。アパレル業界ではブランドの休廃止の動きもあ
り、商材が揃わず売上を落としたという話もあった。
先行きも、消費者の消費意欲は低く、景気悪化に

よる所得の減少も懸念され、低迷が続くと予想され
る。対策として、ネット販売の強化や、店休日を減ら
し営業日を増やしたり、会員向けセールの開催日数
を増やすことで、消費喚起を図る計画である。

スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を大きく上回ったとみられる。本年2月以降、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う買いだめ需要や巣ごも
り需要から、スーパーの売上は増加が続いている。
客数は前年並みで増えてはいないが、客単価は

かなり上がっている。顧客は外出を自粛しており買
い物頻度は落ちているが、1回の買い物で多くの商
品を購入している。
品目別では、食料品の好調が続いている。「外出

しない、外食しない、家でごはん」という傾向は変
わっておらず、調味料やお酒、肉などがよく出ている。
料理に使うキッチン用品・生活雑貨などの住居関連
用品の売れ行きもよい。一方、衣料品や靴、化粧品
は不振が続いている。顧客の動きをみると、買い物
時間を少なくし、1カ所で手短に買い物を済ませて
いる様子がうかがえる。ゆっくり見て回ることはなく、
衣料品売り場にはなかなか足を運ばない。
非接触にこだわる消費者も多く、ネットスーパー

の利用が急増している。玄関先に商品を置き、配達
員と接しない置き配も人気だという。また、買い物を
する時間が昼間にシフトしており、夜の売上が落ち
ているため、閉店時間を早めたところがあった。
先行きについても、これまでの傾向は変わらない

とみるところが多い。全体としては売上の増加は続
くものの、食料品関連は好調、衣料品は不振と、好
不調の差が大きい動きとなると予想される。
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2013年には内閣府男女共同参画局が「男女共
同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成
し、地方公共団体が防災に取り組む際に配慮すべき
男女共同参画の視点を具体的に提示した。今年５月
には、さらに新しい内容を盛り込んだ「災害対応力を
強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの
防災・復興ガイドライン～」（以下、「防災・復興ガイド
ライン」と略）が公表された。
以下の項では、防災・復興ガイドラインの内容も参
考にしつつ、平常時の備え、避難生活、復旧・復興に
おける女性への配慮の視点を導入する際の課題に
ついてみていきたい。

平常時における災害への備え
防災に限らないが、意思決定過程への女性の参
画によって、女性のニーズに応える環境整備が進む
ことが期待できる。防災については、地域の防災に
関する重要事項を審議する防災会議が各地方公共
団体に設置されている。災害対策基本法では第14
条第１項で都道府県防災会議の設置、第16条第１
項で市町村防災会議を設置することとしている。会
議の運営方法や委員構成については、各自治体の
条例で規定されている。
地方公共団体では意思決定過程への女性の参
画を促進すべく、審議会の委員のうち女性の割合を
30％または40％とすることを目標としているところ
が多い。しかし、防災会議については埼玉県防災会

はじめに
今年に入って全世界を襲ったコロナ禍の下では、
平常時においてなんとなく見過ごされてきた問題が
より明確な形で人々の眼前にさらされることとなった。
男女の社会的、経済的格差や性別役割分担による
弊害もその一部である。たとえば、一斉休校処置に
よって子どもの世話をするために休業を余儀なくさ
れたのは女性労働者が多いこと、男女共に在宅勤
務が増えたが、その結果、女性に家事労働の負担が
さらに偏重した家庭が多かったこと、経済活動の停
滞によってより多くの女性の労働者が失職したり収
入の減少に直面したことなどがあげられる。非正規
雇用者は女性の割合が高いため、平常時における
男女の格差について、非常時にはより大きな影響が
及ぶ。さらに、緊急事態宣言下においてステイホー
ムを余儀なくされたことから、ＤＶや児童虐待の被害
の増加が報告されている。
コロナ禍の様な非常時においては、平常時から存
在していた社会の歪みの影響がますます増幅されて
しまう。それは災害時も同様である。コロナ禍におい
てはステイホーム、災害時においては家を喪失する
人がいるという正反対な状況ではあるが、経済活動
の停滞によってより多くの女性労働者の雇用状況が
悪化したり、被災者のストレス増加等によってＤＶ被
害や児童虐待が増加すること、女性に家事労働や
ケア労働（育児や介護等）の負担が過重にかかるこ
となどは共通している。
ここ数年、日本では毎年のようにどこかの地域が
大地震や台風等による水害に見舞われている。私た
ちは、災害という非常事態が、明日、自分に降りか
かってもおかしくない状況に置かれているといっても

議の女性の委員の割合は17.4％、埼玉県内市町村
防災会議全体で11.2％を占めるにすぎない。全国
平均はさらに低い割合となっている。

防災会議に女性の委員が少ない理由の一つとし
て、会議の委員は条例等で指定されている機関（主
に庁内部局や外郭団体、ライフライン事業者等）の
長などが就任することが多く、そうした職に元々女性
が少ないことがあげられる。また、女性の委員がいた
としても、それぞれの組織を代表して出席している
立場から、女性への配慮に特化した話題にまで至ら
ないことも予測される。
そういった課題に対して、女性の委員を増やす方
策として、たとえば保健師や助産師、看護師、保育
士、介護士等の女性が多い専門職かつ災害対応に

深く関わる可能性が高い職にある人を委員として登
用することが考えられる。また、あらかじめ自治体が
有している女性人材リストから推薦してもらうという
方法もある。
委員の女性比率を高めることが困難であったり、
防災会議において女性の視点に立った対策が取り
上げにくい場合には、会議の下部組織として当該
テーマを主題として検討する専門部会を設けること
も一つの方策といえる。
また、自治体における職員の体制を整備すること

も必要である。防災・危機管理担当部局の職員の男
女比を庁内全体の職員の男女比と同程度にするよ
う努めたり、災害時に避難所となることが予定され
ている施設には必ず女性職員も配置するなどの工
夫が必要である。
地域社会における備えも重要である。近隣住民同
士で組織される自主防災組織には女性の参加が多
い組織もあるが、リーダーの役割を担う女性が少な
い傾向がある。女性のリーダーを育成すると同時に、
避難訓練や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を通じて、
あらかじめ女性の視点を反映した防災活動への住
民の意識づけを行うことも必要である。
そのほか、当然のことながら、女性用品や妊産婦・
乳幼児・子育て家庭のニーズに応える生活用品、プ
ライバシーを確保するための物資等の備蓄も最重
要課題である。「防災・復興ガイドライン」によると、
防災会議の女性委員比率が高いと各種生活用品を
常時備蓄する比率が高いという調査結果が報告さ
れている。こうしたことからも、防災に関する意思決
定過程に女性の参画が増えることの重要性がうか
がえる。

避難所運営における課題
男女共同参画や女性への配慮の観点から、避難
所運営において最も重視すべき課題は、女性や子ど
もが安全に避難生活を送れる環境を整備することで
ある。

これまでの災害の経験から、避難所の環境整備と
して、トイレ・物干し場・更衣室・休養スペース・入浴
設備は男女別に設け、授乳室を設けることが必要と
されている。また、男子トイレと女子トイレの割合は１：
３の割合が推奨されている。そのほかにも女性用品
については配布場所を設けたり、生理用品等はあら
かじめ女子トイレに配備する等の配慮が必要となる。
また、避難所運営においては管理責任者に女性と
男性の両方を配置して、双方のニーズをきめ細かく
汲み取れる体制を整えることが重要である。
避難者の安全の確保として特に注意をしなけれ

ばならないことは、女性や子どもに対する暴力の防
止である。災害時はプライバシーを守ることが難し
い環境であることに加えて、被災者にストレスがかか
ることから、平時よりも性暴力やＤＶ、児童虐待が起
こりやすくなるという認識が共有されることが望まし
い。特に、子どもは保護者や大人が災害対応に追わ
れて目を離す時間が多くなることから、犯罪に巻き
込まれないようにする注意が必要である。
災害時には、平時よりも、立場の弱い人がさらに
困難な立場に追いやられる可能性が高くなる。そう
した状況に対応するためにも、災害発生後であって
も男女共同参画センター（女性センター）の機能は
通常通りとすることが望ましい。男女共同参画セン
ターは、男女平等社会に向けての啓発活動からＤＶ
相談に至るまで男女共同参画社会に向けて総合的
に対応する機能を持っている。しかし、多くの公共施
設と同様に、災害発生後は避難所として転用される
ことも少なくないことから、男女共同参画センター職
員が避難所運営に従事することによって相談機能
等が停滞することもありうる。相談窓口としての機能
を維持しつつ、妊産婦や出産直後の母子専用ス
ペースを設置するなど、従来の機能を活かす利用方
法をあらかじめ準備しておくことも重要である。
また、避難所における共同作業で、片付けなどの
力仕事は男性、食事作りは女性というような性別に
よる役割分担をルールづけることは避けた方がいい

と考えられる。同じ避難所で生活しているとしても、
ある人は行方不明の家族を探したり、ある人は持病
を持っていたりするなど、抱える事情は千差万別で
ある。共同で作業を行うにしても、誰かに負担が偏る
ことがないルール作りが必要である。
被災下におけるストレスからくる心身の不調にも

男性と女性では異なる影響が表れることが報告され
ている。避難生活だけではなく、仮設住宅や復興住
宅に移ってからも注意が必要だが、ケアのあり方に
も性別による配慮が求められる場合がある。

復旧・復興に向けての課題
義捐金や被災者生活再建支援金等は被災者の
生活再建に向けて大きな助けとなる。しかし、これら
の支援金の支給先は多くの場合、世帯主への支給
が制度化されている。世帯主と家族の意向が違った
り、世帯主と家族が別生計になっていたり、世帯主と
は別の家族が生計を支えている場合もある。今般の
コロナ禍における１人あたり10万円支給の特別定額
給付金も、支給開始前からＤＶ被害者への支給の
困難が見込まれていた。マイナンバー制度も導入さ
れたので、今後は従来の世帯主中心主義から個人
の支援へとシフトするような動きになることが期待さ
れる。
また、復興まちづくりの過程により多くの女性が参
画できる仕組みも必要である。たとえば、まちづくり
のために組成される協議会の役員のうち３割以上を
女性とするといったことや、復興まちづくりのための
協議に住民が参加する場合には世帯主だけでなく
一つの世帯から男性も女性も参加できるような仕組
みづくりも考えられる。
雇用については、女性は男性と比べて非正規雇

用の割合が高く、災害等の非常時において解雇され
やすい傾向がみられる。また、育児や介護など家庭
におけるケアの役割が偏りがちである。女性が就業
復帰しやすいように、早期に子どもや要介護者の預
け先を整備するとともに、雇用継続や起業等を支援

過言ではない。本稿では、災害にまつわる防災・避
難・復興の各段階における女性の視点に立った対応
の必要性について取り上げていくこととする。

防災・災害時における女性の視点の必
要性の認識
災害への備えや避難所運営、復興において、女性
特有の課題への対応や女性の視点の必要性が認
識されはじめてからかなりの時間が経過している。
1995年の阪神・淡路大震災の直後から、避難所
等において性暴力被害が発生したことは報告されて
いた。しかしながら、当時はこうした事実については
あまり広く認識されないままであった。その後、2004
年の新潟県中越地震など度々の大きな災害の発生
を経て、女性に固有のニーズへの対応不足や避難
所等における性別役割分担の強制、性暴力やＤＶ
被害の危険性の増大などが広く認識されるように
なった。
こうした経験から、国も防災体制に女性の視点を
組み込む必要性を明確にし、2005年に策定された
「第２次男女共同参画基本計画」と「防災基本計
画」にそのことが書き込まれた。
しかし、国民の防災意識を一気に高めると同時に、
防災への女性の視点の必要性を広く認識させるこ
とになったきっかけは、やはり2011年の東日本大震
災の発生であると考えられる。2011年以降に策定
される地方公共団体の男女共同参画計画には、防
災活動に女性の視点を反映させることの必要性に
言及することが増えていった。また、女性のための防
災ガイドなどの一般書籍も多数出版されるように
なった。

防災・避難・復興における
女性の視点の必要性

●埼玉県内自治体の防災会議における女性委員の
　割合の推移

●全国の防災会議における女性委員割合

主任研究員
青木 淳子

●防災・復興ガイドラインにおける７つの基本方針

（１）平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤
となる

（２）女性は防災・復興の「主体的担い手」である
（３）災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮する
（４）男女の人権を尊重して安全・安心を確保する
（５）女性の視点を入れて必要な民間との連携・協働体制を

構築する
（６）男女共同参画担当部局・男女共同参画センターの役割
を位置付ける

（７）要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮する

資料：内閣府「都道府県別全国女性の参画マップ」、埼玉県「男女共同参画に関する年次報告」
　　をもとに作成
（注）平成31年4月1日現在
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する助成も含めて、女性の就業を支える取り組みも
必要である。

災害対応に携わる職員や支援者への
視点
これまで、市民の立場から見た防災体制について
述べてきたが、災害時に市民を支える公務員や消防
署員、警察官、保育士、介護士なども一生活者であ
るという視点を忘れてはいけない。災害の発生時か
ら待ったなしの対応を迫られるが、上記の人々の中
にも世話をしなければならない子どもや介護を必要
とする家族を持つ人が少なくないと思われる。あら
かじめ災害が発生した時には、どのような体制をとる
か自治体全体で準備しておく必要がある。
また、これまでの災害時には、上記の職員やボラン
ティア等の支援者が性暴力やセクシュアル・ハラスメ
ントの被害に遭ったケースも報告されている。こうし
た事態を避けるための環境整備や相談体制・通報
体制を整備しておくことも大切である。

おわりに
今回述べた事項は、防災・避難・復興において、女
性の視点に立って留意すべきことである。また、当然
のことながら災害発生時には、女性だけでなく、高齢
者や心身に障がいを持つ人、外国人や家族に病人
や要介護者がいる人、ペットと暮らす人など、避難に
あたって困難を感じる人も少なくない。これまでも被
災者一人一人の困難に耳を傾け、多くの気づきを経
て「防災・復興ガイドライン」など被災者に寄り添う
環境づくりが進められてきた。災害などの非常時に
は、皆が我慢しているのだから不便は我慢しなけれ
ばならないというような空気に支配され、時には犯
罪被害を訴えられないような人権侵害にまで至って
しまう可能性もある。「我慢」ではなく、不都合や不
便があれば声を上げられることが当たり前になり、こ
れからも被災者への様々な配慮の視点が更にアップ
デートされていくことが期待される。
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（1） 一般機械…前年を大きく下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、2018年7～9月期以
降、前年割れが続いてきた。2019年10～12月期に
前年比▲0.6％とほぼ前年並みの水準まで戻したも
のの、2020年1～3月期には再び同▲22.3％と大
きく減少し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て緊急事態宣言が発出された4～6月期は、同▲
29.6％と減少幅が更に拡大した。
2020年7月の生産指数も、生産用機械の落ち込

みが非常に大きかったことなどから、生産指数は前
年比▲33.1％と大幅な前年割れとなった。7～9月
期を通してみても、米中貿易摩擦の影響が残るなか、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って海外経済
が大幅に減速したことで、輸出比率の高い一般機
械の生産は落ち込んでいる。国内における企業の
設備投資マインドの慎重化も加わり、一般機械の生
産は前年を大きく下回った模様である。
空気圧機器は、昨年秋口以降緩やかに生産が持

ち直していたが、足元では前年を下回っている。歯
車は、自動化・省力化機器向けが比較的堅調だった
ことなどから、昨年まで底堅い動きを続けてきたが、
年明け以降は大きく落ち込んでいる。
全国の半導体製造装置は、前年に減少が続いて

いたこともあり、今年に入って持ち直している。県内
の半導体製造装置の生産は月ごとの振れ幅が大き
いが、ならしてみれば前年の水準を下回っている。
昨年後半に大きく落ち込んだ医療用機械器具は、
反動もあって緩やかながらも持ち直している。
世界全体でみれば、依然として新型コロナウイル

スの感染拡大に歯止めがかかっていない状況にあ
り、海外経済の持ち直しには相当の時間が必要にな
ろう。先行きも、輸出比率の高い一般機械の生産は
前年を下回る水準で推移するとみられる。
 

影響が大きい。産業向けの電気機械は、海外での
投資抑制の動きに加え、国内企業の設備投資も延
期や見合わせの動きが出ていることなどから大きく
減少している。
情報通信機械は、現在県内では業務用通信機器、
計測機器および、カーナビ、カーオーディオが中心と
なっている。サプライチェーンを通じた生産の減少
から4～6月期は大きく落ち込んだが、国内外での生
産が回復してきたことなどから7～9月期はやや持ち
直している。
先行きについては、国内外の生産全体の回復を
受け、徐々に回復していくとみられる。自動車の電動
化や電子制御の進展にともなう電子部品の需要増
や、5Ｇ関連の基地局向け需要、デジタル化の進展
に伴うデータセンター整備、防災、防犯関連の監視
カメラや監視システムなどインフラ関連への期待も
大きくなっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を大きく下回る
乗用車：県内の乗用車販売台数は、4～6月期が前年
比▲30.4％と新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊
急事態宣言の発出があり、1～3月期の同▲8.4％か
ら減少幅が大きく拡大した。緊急事態宣言が解除さ
れた7～9月期は同▲11.7％と減少が続いているも
のの、減少幅が縮小し販売は改善に向かっている。
減少していた来店客も、徐々に戻りつつあるようだ。

最悪期は脱したとみられるものの回復の足取りは重
く、企業の業績も悪化している。先行き景気は上向
くとみられるが、その回復テンポは緩やかにとどまり、
企業の設備投資も低迷するとみられる。トラックの
生産もしばらくの間減少が続くと予想される。
部品メーカー：乗用車、トラックとも完成車メーカー
の生産が大幅に減少しているため、部品メーカーの
生産も前年を大きく下回った模様だ。
先行きについても、減少傾向が続くと予想される。

（4） 鉄鋼…前年を下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、2018年7～9

月期に前年比横ばいとなった後は、前年を下回る水
準で推移してきた。2020年4～6月期には、新型コ
ロナウイルス感染症の影響も加わって、7四半期連
続の前年割れとなっており、7～9月期も、鉄鋼の生
産は前年を下回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い伸びを続けて

いたホテルの建設が一段落し、これまで堅調に推移
してきた都内のテナントビルや、昨年夏場頃まで持
ち直しの動きを見せていた病院や介護施設などの
医療関連施設も、このところ着工がやや減少してい
る。鉄筋コンクリート造に関しては、鉄筋組立工や現
場監督といった建設労働者の不足が続いていたが、
足元の工事量の減少に伴って、不足感が解消しつ
つあるようだ。
マンションは、建設コストの増加を受けて価格の
上昇が続いてきたことなどから、売れ行きが落ち込
んでいる。マンション販売業者の多くは、発売戸数
の絞り込みで対応しようとしているものの、一部で
は値引きを余儀なくされるケースもあり、新規着工
には慎重な姿勢をみせている。
コスト面では、スクラップ価格は比較的低い水準
で推移してきたが、足元では上昇の兆しがみられる。
鉄鋼生産が増加しているベトナム向けなどを中心に、
日本からのスクラップ輸出が増加した結果、市中在

（2） 電気機械…前年を下回る
県内の電気機械（電子部品・デバイス＋電気機械

＋情報通信機械）の生産指数は、2020年1～3月期
前年比▲0.5％、4～6月期同▲22.9％と2019年7
～9月期以降、前年を下回っている。1～3月期はや
や持ち直しの動きがみられたものの、4～6月期は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車
をはじめとした世界規模での生産の減少に連動し
たサプライチェーン全般の発注調整の影響から、電
気機械の生産は大きく落ち込んだ。7～9月期の生
産は4～6月期をボトムとして、徐々に回復しているも
のの、前年を下回ったとみられる。
電子部品・デバイスの生産は、2019年以降、中
国経済の減速から自動車向け、産業機械向けの電
子部品の需要が減少したことなどから、大きな落ち
込みが続いた後、新型コロナウイルス感染症の影
響により自動車や産業機械の生産が停滞する中、
工場の稼働にも影響が出るなど大きく落ち込んだ。
7～9月期は全般的な生産の回復を受け、徐々に戻
りつつあるが、稼働率は依然低い。
電気機械は県内で生産されるものは、産業向け

がほとんどである。県内で生産される電気機械の多
くは、生産機械や情報システムなどに組み込まれる
電気関連の部品や装置であり、組み込まれた機械
は海外へ輸出されることも多い。このため、電気機
械の生産は、企業の設備投資や海外経済の動向の

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、新型コ
ロナウイルスの影響で工場の一時稼働停止もあり、4
～6月期は前年比▲47.2％とほぼ半減した。減少幅
は5月の同▲52.2％をボトムに縮小してはいるものの、
7月が同▲47.3％と依然として大きく減少している。
また、新型コロナウイルスの影響で海外での自動
車販売も減少しているが、県内では輸出向けの生産
は少ないため生産全体への影響は小さいとみられる。
先行きについては、県内完成車メーカーの乗用
車販売台数の減少幅は縮小しているものの、前年
比二ケタの減少が続いていることから、生産の減少
傾向はしばらく続くと予想される。
トラック関連：トラックの生産は、4～6月期に大幅に
減少したあと、7～9月期は減少幅を縮小したものの
前年をかなり下回って推移した模様だ。新型コロナ
ウイルスの影響で海外景気が急速に悪化したため、
トラックの輸出が大きく落ち込んだことに加え、国内
販売の落ち込みもあり生産が減少した。
これまで国内のトラック販売は、首都圏の再開発、
ネット通販の拡大、東京オリンピック関連の需要増
に伴い増加してきた。しかし、オリンピック関連の需
要は既に一巡したうえ、景気の落ち込みに伴い建設
工事の遅れや計画の延期・中止が増えており、ト
ラック販売の低迷は続きそうだ。
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ景気は、

庫が減少し、価格が引き上がっている面もあるよう
だ。鋼材価格とスクラップ価格のスプレッドは維持さ
れており、生産量が減少するなかでも、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務を行う企
業が増えたことなどから、このところ都心部のオフィ
ス需要は弱含んでいる。都内の再開発プロジェクト
など、先行きも一定水準の計画は見込まれているも
のの、感染の終息時期が見通せないなか、デベロッ
パーはテナントビル建設工事を進めることに慎重に
なっている。10～12月期の鋼材の生産についても、
前年を下回る水準で推移しよう。
銑鉄鋳物の生産は、昨年夏頃までは比較的底堅

く推移していたが、米中貿易摩擦の影響などで海外
経済が減速するなか、輸出用の建設機械向けや工
作機械向けを中心に減少してきた。2020年1～3月
期には一旦減少に歯止めがかかったが、4月以降は
感染症の影響で、国内外ともに需要が一段と落ち込
み、鋳物の生産は前年を大幅に下回った。昨年の春
先に落ち込んでいた鋳鉄管については、夏場にかけ
て持ち直した後は比較的底堅い動きを続けている。
需要の大幅な落ち込みを受けて、製品価格は弱
含んでいる。鋼材向けのスクラップ価格が比較的安
価に推移するなかでも、より高品質な鋳物用スク
ラップの価格はあまり下がっていない。電力料金や
副資材価格の負担も大きく、収益が圧迫されている。

当面、建設機械向けや工作機械向けなどは弱い
動きが続くとみられることから、先行きの銑鉄鋳物
の生産も前年を下回って推移するとみられる。
 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：県内の公共工事請負金額は2020年4～
6月期前年比＋4.2％、7～9月期同+19.4％と好調
が持続している。公共工事の発注は順調で、建設業
者の受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定
している。都内の大手業者が引き続き繁忙なため、
県内業者の受注状況は価格面を含めて良好であり、
相応の収益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物のほか、河川、橋梁、道路なども改
修・補修工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。
民間工事：県内の非居住用の建築着工床面積は
2020年4～6月期は前年比▲16.0％、7～9月期は
プラスの見込み。民間工事の着工は、やや振れの
ある動きとなっている。ただ、受注残は相応にあり、
工事量はほぼ横ばいである。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。設備投
資の回復から好調だった工場やビルの改修、建て
替えなどは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、見合わせるところも出ており、このところ減少し
ている。商業関連やサービス関連も着工は手控えら
れている。新規着工には手控えがみられるが、都内
の大手業者は引き続き繁忙で、県内の工事は県内
業者が請け負っており、受注残は多く工事量は高水
準で横ばいの状況が続いている。
先行きは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、企業の設備投資意欲減退の影響やオフィス、商
業、サービス用の需要減が懸念される。

住宅：2020年4～6月期の新設住宅着工戸数は前
年比▲8.7％、7～9月期も減少が続いている模様。
マンションは、価格が高止まりしており、全体とし

て販売が不調なことに加え、新型コロナウイルス感
染症の影響で販売活動が手控えられたこともあり、
4～6月期は販売戸数が大きく減少した。一部大型
物件で販売が好調な物件があることや、販売戸数
の調整もあり、契約率は若干上向いているものの、
販売側の収益面も厳しくなっていることもあり、供給
は手控え気味となっている。
戸建の分譲住宅も新型コロナウイルス感染症の
影響を懸念し、土地仕入れや新規着工を絞ったこと
から着工戸数は減少している。一方、販売面は7月
以降展示場への来客数も多くなっており、来場から
契約に至る割合も上昇しており悪くない模様。
貸家は、空室率は低下傾向にあるが、供給過剰

の懸念は依然強く、新規の着工は引き続き手控えら
れている。
先行きは、マンションは地価の上昇や好立地の土
地の供給が少なくなっていることもあり供給の手控
えが続くとみられる。戸建て分譲は郊外の需要が高
まる期待もあり、堅調な推移が見込まれる。貸家は、
引き続きやや弱含みの見込み。新型コロナウイルス
感染症の影響については、所得面の不安が出てく
ると、購入に慎重な姿勢が広がることが懸念されて
いる。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は大きく減少・スー
パーは増加

百貨店：7～9月期の売上は前年を大きく下回ったと
みられる。緊急事態宣言により県内の多くの百貨店
が食料品売場を除き臨時休業となったため、4～6
月期の売上は前年比▲47.0％とほぼ半減した。5
月25日の緊急事態宣言解除に伴い営業を再開し
たが、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響もあ
り、売上の戻りは鈍かった。7月の売上は前年比▲
14.6％、8月は同▲8.7％、9月も昨年の消費税率
引き上げ前の駆け込み購入の反動もあり売上は減
少したとみられ、7～9月期全体でも大幅な減少と
なった。
来店客数と客単価をみると、来店客数は外出自
粛の影響から大きく減っているが、客単価は前年
対比微増となった。来店客数の減少ほどには売上
が減っていないことから、客単価の上昇に加え顧
客の買い上げ率が高まっているようだ。単に見るだ
けの顧客は減り、目的を持って来店する顧客が増
えている。
品目別では、在宅需要の高まりから食料品やリビ

ング関連が好調である。食料品は生鮮、一般食品
とも増加し、外食に行かないかわりに肉や鰻など少
し贅沢な食材を購入する顧客が多い。リビング関連
ではフライパンや鍋などのキッチン用品や、家の中
で快適に過ごしたいという需要から寝具が売れて
いる。
一方、主力の衣料品は苦戦している。衣料品はこ

れまでも低迷が続いていたが、さらに落ち込んでい
る。アパレル業界ではブランドの休廃止の動きもあ
り、商材が揃わず売上を落としたという話もあった。
先行きも、消費者の消費意欲は低く、景気悪化に

よる所得の減少も懸念され、低迷が続くと予想され
る。対策として、ネット販売の強化や、店休日を減ら
し営業日を増やしたり、会員向けセールの開催日数
を増やすことで、消費喚起を図る計画である。

スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を大きく上回ったとみられる。本年2月以降、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う買いだめ需要や巣ごも
り需要から、スーパーの売上は増加が続いている。
客数は前年並みで増えてはいないが、客単価は

かなり上がっている。顧客は外出を自粛しており買
い物頻度は落ちているが、1回の買い物で多くの商
品を購入している。
品目別では、食料品の好調が続いている。「外出

しない、外食しない、家でごはん」という傾向は変
わっておらず、調味料やお酒、肉などがよく出ている。
料理に使うキッチン用品・生活雑貨などの住居関連
用品の売れ行きもよい。一方、衣料品や靴、化粧品
は不振が続いている。顧客の動きをみると、買い物
時間を少なくし、1カ所で手短に買い物を済ませて
いる様子がうかがえる。ゆっくり見て回ることはなく、
衣料品売り場にはなかなか足を運ばない。
非接触にこだわる消費者も多く、ネットスーパー

の利用が急増している。玄関先に商品を置き、配達
員と接しない置き配も人気だという。また、買い物を
する時間が昼間にシフトしており、夜の売上が落ち
ているため、閉店時間を早めたところがあった。
先行きについても、これまでの傾向は変わらない

とみるところが多い。全体としては売上の増加は続
くものの、食料品関連は好調、衣料品は不振と、好
不調の差が大きい動きとなると予想される。
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2013年には内閣府男女共同参画局が「男女共
同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成
し、地方公共団体が防災に取り組む際に配慮すべき
男女共同参画の視点を具体的に提示した。今年５月
には、さらに新しい内容を盛り込んだ「災害対応力を
強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの
防災・復興ガイドライン～」（以下、「防災・復興ガイド
ライン」と略）が公表された。
以下の項では、防災・復興ガイドラインの内容も参
考にしつつ、平常時の備え、避難生活、復旧・復興に
おける女性への配慮の視点を導入する際の課題に
ついてみていきたい。

平常時における災害への備え
防災に限らないが、意思決定過程への女性の参
画によって、女性のニーズに応える環境整備が進む
ことが期待できる。防災については、地域の防災に
関する重要事項を審議する防災会議が各地方公共
団体に設置されている。災害対策基本法では第14
条第１項で都道府県防災会議の設置、第16条第１
項で市町村防災会議を設置することとしている。会
議の運営方法や委員構成については、各自治体の
条例で規定されている。
地方公共団体では意思決定過程への女性の参
画を促進すべく、審議会の委員のうち女性の割合を
30％または40％とすることを目標としているところ
が多い。しかし、防災会議については埼玉県防災会

はじめに
今年に入って全世界を襲ったコロナ禍の下では、
平常時においてなんとなく見過ごされてきた問題が
より明確な形で人々の眼前にさらされることとなった。
男女の社会的、経済的格差や性別役割分担による
弊害もその一部である。たとえば、一斉休校処置に
よって子どもの世話をするために休業を余儀なくさ
れたのは女性労働者が多いこと、男女共に在宅勤
務が増えたが、その結果、女性に家事労働の負担が
さらに偏重した家庭が多かったこと、経済活動の停
滞によってより多くの女性の労働者が失職したり収
入の減少に直面したことなどがあげられる。非正規
雇用者は女性の割合が高いため、平常時における
男女の格差について、非常時にはより大きな影響が
及ぶ。さらに、緊急事態宣言下においてステイホー
ムを余儀なくされたことから、ＤＶや児童虐待の被害
の増加が報告されている。
コロナ禍の様な非常時においては、平常時から存
在していた社会の歪みの影響がますます増幅されて
しまう。それは災害時も同様である。コロナ禍におい
てはステイホーム、災害時においては家を喪失する
人がいるという正反対な状況ではあるが、経済活動
の停滞によってより多くの女性労働者の雇用状況が
悪化したり、被災者のストレス増加等によってＤＶ被
害や児童虐待が増加すること、女性に家事労働や
ケア労働（育児や介護等）の負担が過重にかかるこ
となどは共通している。
ここ数年、日本では毎年のようにどこかの地域が
大地震や台風等による水害に見舞われている。私た
ちは、災害という非常事態が、明日、自分に降りか
かってもおかしくない状況に置かれているといっても

議の女性の委員の割合は17.4％、埼玉県内市町村
防災会議全体で11.2％を占めるにすぎない。全国
平均はさらに低い割合となっている。

防災会議に女性の委員が少ない理由の一つとし
て、会議の委員は条例等で指定されている機関（主
に庁内部局や外郭団体、ライフライン事業者等）の
長などが就任することが多く、そうした職に元々女性
が少ないことがあげられる。また、女性の委員がいた
としても、それぞれの組織を代表して出席している
立場から、女性への配慮に特化した話題にまで至ら
ないことも予測される。
そういった課題に対して、女性の委員を増やす方
策として、たとえば保健師や助産師、看護師、保育
士、介護士等の女性が多い専門職かつ災害対応に

深く関わる可能性が高い職にある人を委員として登
用することが考えられる。また、あらかじめ自治体が
有している女性人材リストから推薦してもらうという
方法もある。
委員の女性比率を高めることが困難であったり、
防災会議において女性の視点に立った対策が取り
上げにくい場合には、会議の下部組織として当該
テーマを主題として検討する専門部会を設けること
も一つの方策といえる。
また、自治体における職員の体制を整備すること

も必要である。防災・危機管理担当部局の職員の男
女比を庁内全体の職員の男女比と同程度にするよ
う努めたり、災害時に避難所となることが予定され
ている施設には必ず女性職員も配置するなどの工
夫が必要である。
地域社会における備えも重要である。近隣住民同
士で組織される自主防災組織には女性の参加が多
い組織もあるが、リーダーの役割を担う女性が少な
い傾向がある。女性のリーダーを育成すると同時に、
避難訓練や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を通じて、
あらかじめ女性の視点を反映した防災活動への住
民の意識づけを行うことも必要である。
そのほか、当然のことながら、女性用品や妊産婦・
乳幼児・子育て家庭のニーズに応える生活用品、プ
ライバシーを確保するための物資等の備蓄も最重
要課題である。「防災・復興ガイドライン」によると、
防災会議の女性委員比率が高いと各種生活用品を
常時備蓄する比率が高いという調査結果が報告さ
れている。こうしたことからも、防災に関する意思決
定過程に女性の参画が増えることの重要性がうか
がえる。

避難所運営における課題
男女共同参画や女性への配慮の観点から、避難
所運営において最も重視すべき課題は、女性や子ど
もが安全に避難生活を送れる環境を整備することで
ある。

これまでの災害の経験から、避難所の環境整備と
して、トイレ・物干し場・更衣室・休養スペース・入浴
設備は男女別に設け、授乳室を設けることが必要と
されている。また、男子トイレと女子トイレの割合は１：
３の割合が推奨されている。そのほかにも女性用品
については配布場所を設けたり、生理用品等はあら
かじめ女子トイレに配備する等の配慮が必要となる。
また、避難所運営においては管理責任者に女性と
男性の両方を配置して、双方のニーズをきめ細かく
汲み取れる体制を整えることが重要である。
避難者の安全の確保として特に注意をしなけれ

ばならないことは、女性や子どもに対する暴力の防
止である。災害時はプライバシーを守ることが難し
い環境であることに加えて、被災者にストレスがかか
ることから、平時よりも性暴力やＤＶ、児童虐待が起
こりやすくなるという認識が共有されることが望まし
い。特に、子どもは保護者や大人が災害対応に追わ
れて目を離す時間が多くなることから、犯罪に巻き
込まれないようにする注意が必要である。
災害時には、平時よりも、立場の弱い人がさらに
困難な立場に追いやられる可能性が高くなる。そう
した状況に対応するためにも、災害発生後であって
も男女共同参画センター（女性センター）の機能は
通常通りとすることが望ましい。男女共同参画セン
ターは、男女平等社会に向けての啓発活動からＤＶ
相談に至るまで男女共同参画社会に向けて総合的
に対応する機能を持っている。しかし、多くの公共施
設と同様に、災害発生後は避難所として転用される
ことも少なくないことから、男女共同参画センター職
員が避難所運営に従事することによって相談機能
等が停滞することもありうる。相談窓口としての機能
を維持しつつ、妊産婦や出産直後の母子専用ス
ペースを設置するなど、従来の機能を活かす利用方
法をあらかじめ準備しておくことも重要である。
また、避難所における共同作業で、片付けなどの
力仕事は男性、食事作りは女性というような性別に
よる役割分担をルールづけることは避けた方がいい

と考えられる。同じ避難所で生活しているとしても、
ある人は行方不明の家族を探したり、ある人は持病
を持っていたりするなど、抱える事情は千差万別で
ある。共同で作業を行うにしても、誰かに負担が偏る
ことがないルール作りが必要である。
被災下におけるストレスからくる心身の不調にも

男性と女性では異なる影響が表れることが報告され
ている。避難生活だけではなく、仮設住宅や復興住
宅に移ってからも注意が必要だが、ケアのあり方に
も性別による配慮が求められる場合がある。

復旧・復興に向けての課題
義捐金や被災者生活再建支援金等は被災者の
生活再建に向けて大きな助けとなる。しかし、これら
の支援金の支給先は多くの場合、世帯主への支給
が制度化されている。世帯主と家族の意向が違った
り、世帯主と家族が別生計になっていたり、世帯主と
は別の家族が生計を支えている場合もある。今般の
コロナ禍における１人あたり10万円支給の特別定額
給付金も、支給開始前からＤＶ被害者への支給の
困難が見込まれていた。マイナンバー制度も導入さ
れたので、今後は従来の世帯主中心主義から個人
の支援へとシフトするような動きになることが期待さ
れる。
また、復興まちづくりの過程により多くの女性が参
画できる仕組みも必要である。たとえば、まちづくり
のために組成される協議会の役員のうち３割以上を
女性とするといったことや、復興まちづくりのための
協議に住民が参加する場合には世帯主だけでなく
一つの世帯から男性も女性も参加できるような仕組
みづくりも考えられる。
雇用については、女性は男性と比べて非正規雇

用の割合が高く、災害等の非常時において解雇され
やすい傾向がみられる。また、育児や介護など家庭
におけるケアの役割が偏りがちである。女性が就業
復帰しやすいように、早期に子どもや要介護者の預
け先を整備するとともに、雇用継続や起業等を支援

過言ではない。本稿では、災害にまつわる防災・避
難・復興の各段階における女性の視点に立った対応
の必要性について取り上げていくこととする。

防災・災害時における女性の視点の必
要性の認識
災害への備えや避難所運営、復興において、女性
特有の課題への対応や女性の視点の必要性が認
識されはじめてからかなりの時間が経過している。
1995年の阪神・淡路大震災の直後から、避難所
等において性暴力被害が発生したことは報告されて
いた。しかしながら、当時はこうした事実については
あまり広く認識されないままであった。その後、2004
年の新潟県中越地震など度々の大きな災害の発生
を経て、女性に固有のニーズへの対応不足や避難
所等における性別役割分担の強制、性暴力やＤＶ
被害の危険性の増大などが広く認識されるように
なった。
こうした経験から、国も防災体制に女性の視点を
組み込む必要性を明確にし、2005年に策定された
「第２次男女共同参画基本計画」と「防災基本計
画」にそのことが書き込まれた。
しかし、国民の防災意識を一気に高めると同時に、
防災への女性の視点の必要性を広く認識させるこ
とになったきっかけは、やはり2011年の東日本大震
災の発生であると考えられる。2011年以降に策定
される地方公共団体の男女共同参画計画には、防
災活動に女性の視点を反映させることの必要性に
言及することが増えていった。また、女性のための防
災ガイドなどの一般書籍も多数出版されるように
なった。

する助成も含めて、女性の就業を支える取り組みも
必要である。

災害対応に携わる職員や支援者への
視点
これまで、市民の立場から見た防災体制について
述べてきたが、災害時に市民を支える公務員や消防
署員、警察官、保育士、介護士なども一生活者であ
るという視点を忘れてはいけない。災害の発生時か
ら待ったなしの対応を迫られるが、上記の人々の中
にも世話をしなければならない子どもや介護を必要
とする家族を持つ人が少なくないと思われる。あら
かじめ災害が発生した時には、どのような体制をとる
か自治体全体で準備しておく必要がある。
また、これまでの災害時には、上記の職員やボラン
ティア等の支援者が性暴力やセクシュアル・ハラスメ
ントの被害に遭ったケースも報告されている。こうし
た事態を避けるための環境整備や相談体制・通報
体制を整備しておくことも大切である。

おわりに
今回述べた事項は、防災・避難・復興において、女
性の視点に立って留意すべきことである。また、当然
のことながら災害発生時には、女性だけでなく、高齢
者や心身に障がいを持つ人、外国人や家族に病人
や要介護者がいる人、ペットと暮らす人など、避難に
あたって困難を感じる人も少なくない。これまでも被
災者一人一人の困難に耳を傾け、多くの気づきを経
て「防災・復興ガイドライン」など被災者に寄り添う
環境づくりが進められてきた。災害などの非常時に
は、皆が我慢しているのだから不便は我慢しなけれ
ばならないというような空気に支配され、時には犯
罪被害を訴えられないような人権侵害にまで至って
しまう可能性もある。「我慢」ではなく、不都合や不
便があれば声を上げられることが当たり前になり、こ
れからも被災者への様々な配慮の視点が更にアップ
デートされていくことが期待される。

（1） 一般機械…前年を大きく下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、2018年7～9月期以
降、前年割れが続いてきた。2019年10～12月期に
前年比▲0.6％とほぼ前年並みの水準まで戻したも
のの、2020年1～3月期には再び同▲22.3％と大
きく減少し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て緊急事態宣言が発出された4～6月期は、同▲
29.6％と減少幅が更に拡大した。
2020年7月の生産指数も、生産用機械の落ち込

みが非常に大きかったことなどから、生産指数は前
年比▲33.1％と大幅な前年割れとなった。7～9月
期を通してみても、米中貿易摩擦の影響が残るなか、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って海外経済
が大幅に減速したことで、輸出比率の高い一般機
械の生産は落ち込んでいる。国内における企業の
設備投資マインドの慎重化も加わり、一般機械の生
産は前年を大きく下回った模様である。
空気圧機器は、昨年秋口以降緩やかに生産が持

ち直していたが、足元では前年を下回っている。歯
車は、自動化・省力化機器向けが比較的堅調だった
ことなどから、昨年まで底堅い動きを続けてきたが、
年明け以降は大きく落ち込んでいる。
全国の半導体製造装置は、前年に減少が続いて

いたこともあり、今年に入って持ち直している。県内
の半導体製造装置の生産は月ごとの振れ幅が大き
いが、ならしてみれば前年の水準を下回っている。
昨年後半に大きく落ち込んだ医療用機械器具は、
反動もあって緩やかながらも持ち直している。
世界全体でみれば、依然として新型コロナウイル

スの感染拡大に歯止めがかかっていない状況にあ
り、海外経済の持ち直しには相当の時間が必要にな
ろう。先行きも、輸出比率の高い一般機械の生産は
前年を下回る水準で推移するとみられる。
 

影響が大きい。産業向けの電気機械は、海外での
投資抑制の動きに加え、国内企業の設備投資も延
期や見合わせの動きが出ていることなどから大きく
減少している。
情報通信機械は、現在県内では業務用通信機器、
計測機器および、カーナビ、カーオーディオが中心と
なっている。サプライチェーンを通じた生産の減少
から4～6月期は大きく落ち込んだが、国内外での生
産が回復してきたことなどから7～9月期はやや持ち
直している。
先行きについては、国内外の生産全体の回復を
受け、徐々に回復していくとみられる。自動車の電動
化や電子制御の進展にともなう電子部品の需要増
や、5Ｇ関連の基地局向け需要、デジタル化の進展
に伴うデータセンター整備、防災、防犯関連の監視
カメラや監視システムなどインフラ関連への期待も
大きくなっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を大きく下回る
乗用車：県内の乗用車販売台数は、4～6月期が前年
比▲30.4％と新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊
急事態宣言の発出があり、1～3月期の同▲8.4％か
ら減少幅が大きく拡大した。緊急事態宣言が解除さ
れた7～9月期は同▲11.7％と減少が続いているも
のの、減少幅が縮小し販売は改善に向かっている。
減少していた来店客も、徐々に戻りつつあるようだ。

最悪期は脱したとみられるものの回復の足取りは重
く、企業の業績も悪化している。先行き景気は上向
くとみられるが、その回復テンポは緩やかにとどまり、
企業の設備投資も低迷するとみられる。トラックの
生産もしばらくの間減少が続くと予想される。
部品メーカー：乗用車、トラックとも完成車メーカー
の生産が大幅に減少しているため、部品メーカーの
生産も前年を大きく下回った模様だ。
先行きについても、減少傾向が続くと予想される。

（4） 鉄鋼…前年を下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、2018年7～9

月期に前年比横ばいとなった後は、前年を下回る水
準で推移してきた。2020年4～6月期には、新型コ
ロナウイルス感染症の影響も加わって、7四半期連
続の前年割れとなっており、7～9月期も、鉄鋼の生
産は前年を下回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い伸びを続けて

いたホテルの建設が一段落し、これまで堅調に推移
してきた都内のテナントビルや、昨年夏場頃まで持
ち直しの動きを見せていた病院や介護施設などの
医療関連施設も、このところ着工がやや減少してい
る。鉄筋コンクリート造に関しては、鉄筋組立工や現
場監督といった建設労働者の不足が続いていたが、
足元の工事量の減少に伴って、不足感が解消しつ
つあるようだ。
マンションは、建設コストの増加を受けて価格の
上昇が続いてきたことなどから、売れ行きが落ち込
んでいる。マンション販売業者の多くは、発売戸数
の絞り込みで対応しようとしているものの、一部で
は値引きを余儀なくされるケースもあり、新規着工
には慎重な姿勢をみせている。
コスト面では、スクラップ価格は比較的低い水準
で推移してきたが、足元では上昇の兆しがみられる。
鉄鋼生産が増加しているベトナム向けなどを中心に、
日本からのスクラップ輸出が増加した結果、市中在

（2） 電気機械…前年を下回る
県内の電気機械（電子部品・デバイス＋電気機械

＋情報通信機械）の生産指数は、2020年1～3月期
前年比▲0.5％、4～6月期同▲22.9％と2019年7
～9月期以降、前年を下回っている。1～3月期はや
や持ち直しの動きがみられたものの、4～6月期は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車
をはじめとした世界規模での生産の減少に連動し
たサプライチェーン全般の発注調整の影響から、電
気機械の生産は大きく落ち込んだ。7～9月期の生
産は4～6月期をボトムとして、徐々に回復しているも
のの、前年を下回ったとみられる。
電子部品・デバイスの生産は、2019年以降、中
国経済の減速から自動車向け、産業機械向けの電
子部品の需要が減少したことなどから、大きな落ち
込みが続いた後、新型コロナウイルス感染症の影
響により自動車や産業機械の生産が停滞する中、
工場の稼働にも影響が出るなど大きく落ち込んだ。
7～9月期は全般的な生産の回復を受け、徐々に戻
りつつあるが、稼働率は依然低い。
電気機械は県内で生産されるものは、産業向け

がほとんどである。県内で生産される電気機械の多
くは、生産機械や情報システムなどに組み込まれる
電気関連の部品や装置であり、組み込まれた機械
は海外へ輸出されることも多い。このため、電気機
械の生産は、企業の設備投資や海外経済の動向の

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、新型コ
ロナウイルスの影響で工場の一時稼働停止もあり、4
～6月期は前年比▲47.2％とほぼ半減した。減少幅
は5月の同▲52.2％をボトムに縮小してはいるものの、
7月が同▲47.3％と依然として大きく減少している。
また、新型コロナウイルスの影響で海外での自動
車販売も減少しているが、県内では輸出向けの生産
は少ないため生産全体への影響は小さいとみられる。
先行きについては、県内完成車メーカーの乗用
車販売台数の減少幅は縮小しているものの、前年
比二ケタの減少が続いていることから、生産の減少
傾向はしばらく続くと予想される。
トラック関連：トラックの生産は、4～6月期に大幅に
減少したあと、7～9月期は減少幅を縮小したものの
前年をかなり下回って推移した模様だ。新型コロナ
ウイルスの影響で海外景気が急速に悪化したため、
トラックの輸出が大きく落ち込んだことに加え、国内
販売の落ち込みもあり生産が減少した。
これまで国内のトラック販売は、首都圏の再開発、
ネット通販の拡大、東京オリンピック関連の需要増
に伴い増加してきた。しかし、オリンピック関連の需
要は既に一巡したうえ、景気の落ち込みに伴い建設
工事の遅れや計画の延期・中止が増えており、ト
ラック販売の低迷は続きそうだ。
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ景気は、

庫が減少し、価格が引き上がっている面もあるよう
だ。鋼材価格とスクラップ価格のスプレッドは維持さ
れており、生産量が減少するなかでも、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務を行う企
業が増えたことなどから、このところ都心部のオフィ
ス需要は弱含んでいる。都内の再開発プロジェクト
など、先行きも一定水準の計画は見込まれているも
のの、感染の終息時期が見通せないなか、デベロッ
パーはテナントビル建設工事を進めることに慎重に
なっている。10～12月期の鋼材の生産についても、
前年を下回る水準で推移しよう。
銑鉄鋳物の生産は、昨年夏頃までは比較的底堅

く推移していたが、米中貿易摩擦の影響などで海外
経済が減速するなか、輸出用の建設機械向けや工
作機械向けを中心に減少してきた。2020年1～3月
期には一旦減少に歯止めがかかったが、4月以降は
感染症の影響で、国内外ともに需要が一段と落ち込
み、鋳物の生産は前年を大幅に下回った。昨年の春
先に落ち込んでいた鋳鉄管については、夏場にかけ
て持ち直した後は比較的底堅い動きを続けている。
需要の大幅な落ち込みを受けて、製品価格は弱
含んでいる。鋼材向けのスクラップ価格が比較的安
価に推移するなかでも、より高品質な鋳物用スク
ラップの価格はあまり下がっていない。電力料金や
副資材価格の負担も大きく、収益が圧迫されている。

当面、建設機械向けや工作機械向けなどは弱い
動きが続くとみられることから、先行きの銑鉄鋳物
の生産も前年を下回って推移するとみられる。
 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：県内の公共工事請負金額は2020年4～
6月期前年比＋4.2％、7～9月期同+19.4％と好調
が持続している。公共工事の発注は順調で、建設業
者の受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定
している。都内の大手業者が引き続き繁忙なため、
県内業者の受注状況は価格面を含めて良好であり、
相応の収益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物のほか、河川、橋梁、道路なども改
修・補修工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。
民間工事：県内の非居住用の建築着工床面積は
2020年4～6月期は前年比▲16.0％、7～9月期は
プラスの見込み。民間工事の着工は、やや振れの
ある動きとなっている。ただ、受注残は相応にあり、
工事量はほぼ横ばいである。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。設備投
資の回復から好調だった工場やビルの改修、建て
替えなどは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、見合わせるところも出ており、このところ減少し
ている。商業関連やサービス関連も着工は手控えら
れている。新規着工には手控えがみられるが、都内
の大手業者は引き続き繁忙で、県内の工事は県内
業者が請け負っており、受注残は多く工事量は高水
準で横ばいの状況が続いている。
先行きは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、企業の設備投資意欲減退の影響やオフィス、商
業、サービス用の需要減が懸念される。

住宅：2020年4～6月期の新設住宅着工戸数は前
年比▲8.7％、7～9月期も減少が続いている模様。
マンションは、価格が高止まりしており、全体とし

て販売が不調なことに加え、新型コロナウイルス感
染症の影響で販売活動が手控えられたこともあり、
4～6月期は販売戸数が大きく減少した。一部大型
物件で販売が好調な物件があることや、販売戸数
の調整もあり、契約率は若干上向いているものの、
販売側の収益面も厳しくなっていることもあり、供給
は手控え気味となっている。
戸建の分譲住宅も新型コロナウイルス感染症の
影響を懸念し、土地仕入れや新規着工を絞ったこと
から着工戸数は減少している。一方、販売面は7月
以降展示場への来客数も多くなっており、来場から
契約に至る割合も上昇しており悪くない模様。
貸家は、空室率は低下傾向にあるが、供給過剰

の懸念は依然強く、新規の着工は引き続き手控えら
れている。
先行きは、マンションは地価の上昇や好立地の土
地の供給が少なくなっていることもあり供給の手控
えが続くとみられる。戸建て分譲は郊外の需要が高
まる期待もあり、堅調な推移が見込まれる。貸家は、
引き続きやや弱含みの見込み。新型コロナウイルス
感染症の影響については、所得面の不安が出てく
ると、購入に慎重な姿勢が広がることが懸念されて
いる。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は大きく減少・スー
パーは増加

百貨店：7～9月期の売上は前年を大きく下回ったと
みられる。緊急事態宣言により県内の多くの百貨店
が食料品売場を除き臨時休業となったため、4～6
月期の売上は前年比▲47.0％とほぼ半減した。5
月25日の緊急事態宣言解除に伴い営業を再開し
たが、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響もあ
り、売上の戻りは鈍かった。7月の売上は前年比▲
14.6％、8月は同▲8.7％、9月も昨年の消費税率
引き上げ前の駆け込み購入の反動もあり売上は減
少したとみられ、7～9月期全体でも大幅な減少と
なった。
来店客数と客単価をみると、来店客数は外出自
粛の影響から大きく減っているが、客単価は前年
対比微増となった。来店客数の減少ほどには売上
が減っていないことから、客単価の上昇に加え顧
客の買い上げ率が高まっているようだ。単に見るだ
けの顧客は減り、目的を持って来店する顧客が増
えている。
品目別では、在宅需要の高まりから食料品やリビ

ング関連が好調である。食料品は生鮮、一般食品
とも増加し、外食に行かないかわりに肉や鰻など少
し贅沢な食材を購入する顧客が多い。リビング関連
ではフライパンや鍋などのキッチン用品や、家の中
で快適に過ごしたいという需要から寝具が売れて
いる。
一方、主力の衣料品は苦戦している。衣料品はこ

れまでも低迷が続いていたが、さらに落ち込んでい
る。アパレル業界ではブランドの休廃止の動きもあ
り、商材が揃わず売上を落としたという話もあった。
先行きも、消費者の消費意欲は低く、景気悪化に

よる所得の減少も懸念され、低迷が続くと予想され
る。対策として、ネット販売の強化や、店休日を減ら
し営業日を増やしたり、会員向けセールの開催日数
を増やすことで、消費喚起を図る計画である。

スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を大きく上回ったとみられる。本年2月以降、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う買いだめ需要や巣ごも
り需要から、スーパーの売上は増加が続いている。
客数は前年並みで増えてはいないが、客単価は

かなり上がっている。顧客は外出を自粛しており買
い物頻度は落ちているが、1回の買い物で多くの商
品を購入している。
品目別では、食料品の好調が続いている。「外出

しない、外食しない、家でごはん」という傾向は変
わっておらず、調味料やお酒、肉などがよく出ている。
料理に使うキッチン用品・生活雑貨などの住居関連
用品の売れ行きもよい。一方、衣料品や靴、化粧品
は不振が続いている。顧客の動きをみると、買い物
時間を少なくし、1カ所で手短に買い物を済ませて
いる様子がうかがえる。ゆっくり見て回ることはなく、
衣料品売り場にはなかなか足を運ばない。
非接触にこだわる消費者も多く、ネットスーパー

の利用が急増している。玄関先に商品を置き、配達
員と接しない置き配も人気だという。また、買い物を
する時間が昼間にシフトしており、夜の売上が落ち
ているため、閉店時間を早めたところがあった。
先行きについても、これまでの傾向は変わらない

とみるところが多い。全体としては売上の増加は続
くものの、食料品関連は好調、衣料品は不振と、好
不調の差が大きい動きとなると予想される。
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2013年には内閣府男女共同参画局が「男女共
同参画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成
し、地方公共団体が防災に取り組む際に配慮すべき
男女共同参画の視点を具体的に提示した。今年５月
には、さらに新しい内容を盛り込んだ「災害対応力を
強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの
防災・復興ガイドライン～」（以下、「防災・復興ガイド
ライン」と略）が公表された。
以下の項では、防災・復興ガイドラインの内容も参
考にしつつ、平常時の備え、避難生活、復旧・復興に
おける女性への配慮の視点を導入する際の課題に
ついてみていきたい。

平常時における災害への備え
防災に限らないが、意思決定過程への女性の参
画によって、女性のニーズに応える環境整備が進む
ことが期待できる。防災については、地域の防災に
関する重要事項を審議する防災会議が各地方公共
団体に設置されている。災害対策基本法では第14
条第１項で都道府県防災会議の設置、第16条第１
項で市町村防災会議を設置することとしている。会
議の運営方法や委員構成については、各自治体の
条例で規定されている。
地方公共団体では意思決定過程への女性の参
画を促進すべく、審議会の委員のうち女性の割合を
30％または40％とすることを目標としているところ
が多い。しかし、防災会議については埼玉県防災会

はじめに
今年に入って全世界を襲ったコロナ禍の下では、
平常時においてなんとなく見過ごされてきた問題が
より明確な形で人々の眼前にさらされることとなった。
男女の社会的、経済的格差や性別役割分担による
弊害もその一部である。たとえば、一斉休校処置に
よって子どもの世話をするために休業を余儀なくさ
れたのは女性労働者が多いこと、男女共に在宅勤
務が増えたが、その結果、女性に家事労働の負担が
さらに偏重した家庭が多かったこと、経済活動の停
滞によってより多くの女性の労働者が失職したり収
入の減少に直面したことなどがあげられる。非正規
雇用者は女性の割合が高いため、平常時における
男女の格差について、非常時にはより大きな影響が
及ぶ。さらに、緊急事態宣言下においてステイホー
ムを余儀なくされたことから、ＤＶや児童虐待の被害
の増加が報告されている。
コロナ禍の様な非常時においては、平常時から存
在していた社会の歪みの影響がますます増幅されて
しまう。それは災害時も同様である。コロナ禍におい
てはステイホーム、災害時においては家を喪失する
人がいるという正反対な状況ではあるが、経済活動
の停滞によってより多くの女性労働者の雇用状況が
悪化したり、被災者のストレス増加等によってＤＶ被
害や児童虐待が増加すること、女性に家事労働や
ケア労働（育児や介護等）の負担が過重にかかるこ
となどは共通している。
ここ数年、日本では毎年のようにどこかの地域が
大地震や台風等による水害に見舞われている。私た
ちは、災害という非常事態が、明日、自分に降りか
かってもおかしくない状況に置かれているといっても

議の女性の委員の割合は17.4％、埼玉県内市町村
防災会議全体で11.2％を占めるにすぎない。全国
平均はさらに低い割合となっている。

防災会議に女性の委員が少ない理由の一つとし
て、会議の委員は条例等で指定されている機関（主
に庁内部局や外郭団体、ライフライン事業者等）の
長などが就任することが多く、そうした職に元々女性
が少ないことがあげられる。また、女性の委員がいた
としても、それぞれの組織を代表して出席している
立場から、女性への配慮に特化した話題にまで至ら
ないことも予測される。
そういった課題に対して、女性の委員を増やす方
策として、たとえば保健師や助産師、看護師、保育
士、介護士等の女性が多い専門職かつ災害対応に

深く関わる可能性が高い職にある人を委員として登
用することが考えられる。また、あらかじめ自治体が
有している女性人材リストから推薦してもらうという
方法もある。
委員の女性比率を高めることが困難であったり、
防災会議において女性の視点に立った対策が取り
上げにくい場合には、会議の下部組織として当該
テーマを主題として検討する専門部会を設けること
も一つの方策といえる。
また、自治体における職員の体制を整備すること

も必要である。防災・危機管理担当部局の職員の男
女比を庁内全体の職員の男女比と同程度にするよ
う努めたり、災害時に避難所となることが予定され
ている施設には必ず女性職員も配置するなどの工
夫が必要である。
地域社会における備えも重要である。近隣住民同
士で組織される自主防災組織には女性の参加が多
い組織もあるが、リーダーの役割を担う女性が少な
い傾向がある。女性のリーダーを育成すると同時に、
避難訓練や避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）等を通じて、
あらかじめ女性の視点を反映した防災活動への住
民の意識づけを行うことも必要である。
そのほか、当然のことながら、女性用品や妊産婦・
乳幼児・子育て家庭のニーズに応える生活用品、プ
ライバシーを確保するための物資等の備蓄も最重
要課題である。「防災・復興ガイドライン」によると、
防災会議の女性委員比率が高いと各種生活用品を
常時備蓄する比率が高いという調査結果が報告さ
れている。こうしたことからも、防災に関する意思決
定過程に女性の参画が増えることの重要性がうか
がえる。

避難所運営における課題
男女共同参画や女性への配慮の観点から、避難
所運営において最も重視すべき課題は、女性や子ど
もが安全に避難生活を送れる環境を整備することで
ある。

これまでの災害の経験から、避難所の環境整備と
して、トイレ・物干し場・更衣室・休養スペース・入浴
設備は男女別に設け、授乳室を設けることが必要と
されている。また、男子トイレと女子トイレの割合は１：
３の割合が推奨されている。そのほかにも女性用品
については配布場所を設けたり、生理用品等はあら
かじめ女子トイレに配備する等の配慮が必要となる。
また、避難所運営においては管理責任者に女性と
男性の両方を配置して、双方のニーズをきめ細かく
汲み取れる体制を整えることが重要である。
避難者の安全の確保として特に注意をしなけれ

ばならないことは、女性や子どもに対する暴力の防
止である。災害時はプライバシーを守ることが難し
い環境であることに加えて、被災者にストレスがかか
ることから、平時よりも性暴力やＤＶ、児童虐待が起
こりやすくなるという認識が共有されることが望まし
い。特に、子どもは保護者や大人が災害対応に追わ
れて目を離す時間が多くなることから、犯罪に巻き
込まれないようにする注意が必要である。
災害時には、平時よりも、立場の弱い人がさらに
困難な立場に追いやられる可能性が高くなる。そう
した状況に対応するためにも、災害発生後であって
も男女共同参画センター（女性センター）の機能は
通常通りとすることが望ましい。男女共同参画セン
ターは、男女平等社会に向けての啓発活動からＤＶ
相談に至るまで男女共同参画社会に向けて総合的
に対応する機能を持っている。しかし、多くの公共施
設と同様に、災害発生後は避難所として転用される
ことも少なくないことから、男女共同参画センター職
員が避難所運営に従事することによって相談機能
等が停滞することもありうる。相談窓口としての機能
を維持しつつ、妊産婦や出産直後の母子専用ス
ペースを設置するなど、従来の機能を活かす利用方
法をあらかじめ準備しておくことも重要である。
また、避難所における共同作業で、片付けなどの
力仕事は男性、食事作りは女性というような性別に
よる役割分担をルールづけることは避けた方がいい

と考えられる。同じ避難所で生活しているとしても、
ある人は行方不明の家族を探したり、ある人は持病
を持っていたりするなど、抱える事情は千差万別で
ある。共同で作業を行うにしても、誰かに負担が偏る
ことがないルール作りが必要である。
被災下におけるストレスからくる心身の不調にも

男性と女性では異なる影響が表れることが報告され
ている。避難生活だけではなく、仮設住宅や復興住
宅に移ってからも注意が必要だが、ケアのあり方に
も性別による配慮が求められる場合がある。

復旧・復興に向けての課題
義捐金や被災者生活再建支援金等は被災者の
生活再建に向けて大きな助けとなる。しかし、これら
の支援金の支給先は多くの場合、世帯主への支給
が制度化されている。世帯主と家族の意向が違った
り、世帯主と家族が別生計になっていたり、世帯主と
は別の家族が生計を支えている場合もある。今般の
コロナ禍における１人あたり10万円支給の特別定額
給付金も、支給開始前からＤＶ被害者への支給の
困難が見込まれていた。マイナンバー制度も導入さ
れたので、今後は従来の世帯主中心主義から個人
の支援へとシフトするような動きになることが期待さ
れる。
また、復興まちづくりの過程により多くの女性が参
画できる仕組みも必要である。たとえば、まちづくり
のために組成される協議会の役員のうち３割以上を
女性とするといったことや、復興まちづくりのための
協議に住民が参加する場合には世帯主だけでなく
一つの世帯から男性も女性も参加できるような仕組
みづくりも考えられる。
雇用については、女性は男性と比べて非正規雇

用の割合が高く、災害等の非常時において解雇され
やすい傾向がみられる。また、育児や介護など家庭
におけるケアの役割が偏りがちである。女性が就業
復帰しやすいように、早期に子どもや要介護者の預
け先を整備するとともに、雇用継続や起業等を支援

過言ではない。本稿では、災害にまつわる防災・避
難・復興の各段階における女性の視点に立った対応
の必要性について取り上げていくこととする。

防災・災害時における女性の視点の必
要性の認識
災害への備えや避難所運営、復興において、女性
特有の課題への対応や女性の視点の必要性が認
識されはじめてからかなりの時間が経過している。
1995年の阪神・淡路大震災の直後から、避難所
等において性暴力被害が発生したことは報告されて
いた。しかしながら、当時はこうした事実については
あまり広く認識されないままであった。その後、2004
年の新潟県中越地震など度々の大きな災害の発生
を経て、女性に固有のニーズへの対応不足や避難
所等における性別役割分担の強制、性暴力やＤＶ
被害の危険性の増大などが広く認識されるように
なった。
こうした経験から、国も防災体制に女性の視点を
組み込む必要性を明確にし、2005年に策定された
「第２次男女共同参画基本計画」と「防災基本計
画」にそのことが書き込まれた。
しかし、国民の防災意識を一気に高めると同時に、
防災への女性の視点の必要性を広く認識させるこ
とになったきっかけは、やはり2011年の東日本大震
災の発生であると考えられる。2011年以降に策定
される地方公共団体の男女共同参画計画には、防
災活動に女性の視点を反映させることの必要性に
言及することが増えていった。また、女性のための防
災ガイドなどの一般書籍も多数出版されるように
なった。

する助成も含めて、女性の就業を支える取り組みも
必要である。

災害対応に携わる職員や支援者への
視点
これまで、市民の立場から見た防災体制について
述べてきたが、災害時に市民を支える公務員や消防
署員、警察官、保育士、介護士なども一生活者であ
るという視点を忘れてはいけない。災害の発生時か
ら待ったなしの対応を迫られるが、上記の人々の中
にも世話をしなければならない子どもや介護を必要
とする家族を持つ人が少なくないと思われる。あら
かじめ災害が発生した時には、どのような体制をとる
か自治体全体で準備しておく必要がある。
また、これまでの災害時には、上記の職員やボラン
ティア等の支援者が性暴力やセクシュアル・ハラスメ
ントの被害に遭ったケースも報告されている。こうし
た事態を避けるための環境整備や相談体制・通報
体制を整備しておくことも大切である。

おわりに
今回述べた事項は、防災・避難・復興において、女
性の視点に立って留意すべきことである。また、当然
のことながら災害発生時には、女性だけでなく、高齢
者や心身に障がいを持つ人、外国人や家族に病人
や要介護者がいる人、ペットと暮らす人など、避難に
あたって困難を感じる人も少なくない。これまでも被
災者一人一人の困難に耳を傾け、多くの気づきを経
て「防災・復興ガイドライン」など被災者に寄り添う
環境づくりが進められてきた。災害などの非常時に
は、皆が我慢しているのだから不便は我慢しなけれ
ばならないというような空気に支配され、時には犯
罪被害を訴えられないような人権侵害にまで至って
しまう可能性もある。「我慢」ではなく、不都合や不
便があれば声を上げられることが当たり前になり、こ
れからも被災者への様々な配慮の視点が更にアップ
デートされていくことが期待される。

（1） 一般機械…前年を大きく下回る
県内の一般機械（汎用機械＋生産用機械＋業務

用機械）の鉱工業生産指数は、2018年7～9月期以
降、前年割れが続いてきた。2019年10～12月期に
前年比▲0.6％とほぼ前年並みの水準まで戻したも
のの、2020年1～3月期には再び同▲22.3％と大
きく減少し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴っ
て緊急事態宣言が発出された4～6月期は、同▲
29.6％と減少幅が更に拡大した。
2020年7月の生産指数も、生産用機械の落ち込

みが非常に大きかったことなどから、生産指数は前
年比▲33.1％と大幅な前年割れとなった。7～9月
期を通してみても、米中貿易摩擦の影響が残るなか、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って海外経済
が大幅に減速したことで、輸出比率の高い一般機
械の生産は落ち込んでいる。国内における企業の
設備投資マインドの慎重化も加わり、一般機械の生
産は前年を大きく下回った模様である。
空気圧機器は、昨年秋口以降緩やかに生産が持

ち直していたが、足元では前年を下回っている。歯
車は、自動化・省力化機器向けが比較的堅調だった
ことなどから、昨年まで底堅い動きを続けてきたが、
年明け以降は大きく落ち込んでいる。
全国の半導体製造装置は、前年に減少が続いて

いたこともあり、今年に入って持ち直している。県内
の半導体製造装置の生産は月ごとの振れ幅が大き
いが、ならしてみれば前年の水準を下回っている。
昨年後半に大きく落ち込んだ医療用機械器具は、
反動もあって緩やかながらも持ち直している。
世界全体でみれば、依然として新型コロナウイル

スの感染拡大に歯止めがかかっていない状況にあ
り、海外経済の持ち直しには相当の時間が必要にな
ろう。先行きも、輸出比率の高い一般機械の生産は
前年を下回る水準で推移するとみられる。
 

影響が大きい。産業向けの電気機械は、海外での
投資抑制の動きに加え、国内企業の設備投資も延
期や見合わせの動きが出ていることなどから大きく
減少している。
情報通信機械は、現在県内では業務用通信機器、
計測機器および、カーナビ、カーオーディオが中心と
なっている。サプライチェーンを通じた生産の減少
から4～6月期は大きく落ち込んだが、国内外での生
産が回復してきたことなどから7～9月期はやや持ち
直している。
先行きについては、国内外の生産全体の回復を
受け、徐々に回復していくとみられる。自動車の電動
化や電子制御の進展にともなう電子部品の需要増
や、5Ｇ関連の基地局向け需要、デジタル化の進展
に伴うデータセンター整備、防災、防犯関連の監視
カメラや監視システムなどインフラ関連への期待も
大きくなっている。

（3） 輸送機械…生産は前年を大きく下回る
乗用車：県内の乗用車販売台数は、4～6月期が前年
比▲30.4％と新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊
急事態宣言の発出があり、1～3月期の同▲8.4％か
ら減少幅が大きく拡大した。緊急事態宣言が解除さ
れた7～9月期は同▲11.7％と減少が続いているも
のの、減少幅が縮小し販売は改善に向かっている。
減少していた来店客も、徐々に戻りつつあるようだ。

最悪期は脱したとみられるものの回復の足取りは重
く、企業の業績も悪化している。先行き景気は上向
くとみられるが、その回復テンポは緩やかにとどまり、
企業の設備投資も低迷するとみられる。トラックの
生産もしばらくの間減少が続くと予想される。
部品メーカー：乗用車、トラックとも完成車メーカー
の生産が大幅に減少しているため、部品メーカーの
生産も前年を大きく下回った模様だ。
先行きについても、減少傾向が続くと予想される。

（4） 鉄鋼…前年を下回る
県内の鉄鋼の鉱工業生産指数は、2018年7～9

月期に前年比横ばいとなった後は、前年を下回る水
準で推移してきた。2020年4～6月期には、新型コ
ロナウイルス感染症の影響も加わって、7四半期連
続の前年割れとなっており、7～9月期も、鉄鋼の生
産は前年を下回ったとみられる。
訪日外国人の増加に伴って、高い伸びを続けて

いたホテルの建設が一段落し、これまで堅調に推移
してきた都内のテナントビルや、昨年夏場頃まで持
ち直しの動きを見せていた病院や介護施設などの
医療関連施設も、このところ着工がやや減少してい
る。鉄筋コンクリート造に関しては、鉄筋組立工や現
場監督といった建設労働者の不足が続いていたが、
足元の工事量の減少に伴って、不足感が解消しつ
つあるようだ。
マンションは、建設コストの増加を受けて価格の
上昇が続いてきたことなどから、売れ行きが落ち込
んでいる。マンション販売業者の多くは、発売戸数
の絞り込みで対応しようとしているものの、一部で
は値引きを余儀なくされるケースもあり、新規着工
には慎重な姿勢をみせている。
コスト面では、スクラップ価格は比較的低い水準
で推移してきたが、足元では上昇の兆しがみられる。
鉄鋼生産が増加しているベトナム向けなどを中心に、
日本からのスクラップ輸出が増加した結果、市中在

（2） 電気機械…前年を下回る
県内の電気機械（電子部品・デバイス＋電気機械

＋情報通信機械）の生産指数は、2020年1～3月期
前年比▲0.5％、4～6月期同▲22.9％と2019年7
～9月期以降、前年を下回っている。1～3月期はや
や持ち直しの動きがみられたものの、4～6月期は新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自動車
をはじめとした世界規模での生産の減少に連動し
たサプライチェーン全般の発注調整の影響から、電
気機械の生産は大きく落ち込んだ。7～9月期の生
産は4～6月期をボトムとして、徐々に回復しているも
のの、前年を下回ったとみられる。
電子部品・デバイスの生産は、2019年以降、中
国経済の減速から自動車向け、産業機械向けの電
子部品の需要が減少したことなどから、大きな落ち
込みが続いた後、新型コロナウイルス感染症の影
響により自動車や産業機械の生産が停滞する中、
工場の稼働にも影響が出るなど大きく落ち込んだ。
7～9月期は全般的な生産の回復を受け、徐々に戻
りつつあるが、稼働率は依然低い。
電気機械は県内で生産されるものは、産業向け

がほとんどである。県内で生産される電気機械の多
くは、生産機械や情報システムなどに組み込まれる
電気関連の部品や装置であり、組み込まれた機械
は海外へ輸出されることも多い。このため、電気機
械の生産は、企業の設備投資や海外経済の動向の

生産動向をみると、県内の輸送機械（乗用車・ト
ラック・自動車部品等を含む）の生産指数は、新型コ
ロナウイルスの影響で工場の一時稼働停止もあり、4
～6月期は前年比▲47.2％とほぼ半減した。減少幅
は5月の同▲52.2％をボトムに縮小してはいるものの、
7月が同▲47.3％と依然として大きく減少している。
また、新型コロナウイルスの影響で海外での自動
車販売も減少しているが、県内では輸出向けの生産
は少ないため生産全体への影響は小さいとみられる。
先行きについては、県内完成車メーカーの乗用
車販売台数の減少幅は縮小しているものの、前年
比二ケタの減少が続いていることから、生産の減少
傾向はしばらく続くと予想される。
トラック関連：トラックの生産は、4～6月期に大幅に
減少したあと、7～9月期は減少幅を縮小したものの
前年をかなり下回って推移した模様だ。新型コロナ
ウイルスの影響で海外景気が急速に悪化したため、
トラックの輸出が大きく落ち込んだことに加え、国内
販売の落ち込みもあり生産が減少した。
これまで国内のトラック販売は、首都圏の再開発、
ネット通販の拡大、東京オリンピック関連の需要増
に伴い増加してきた。しかし、オリンピック関連の需
要は既に一巡したうえ、景気の落ち込みに伴い建設
工事の遅れや計画の延期・中止が増えており、ト
ラック販売の低迷は続きそうだ。
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ景気は、

庫が減少し、価格が引き上がっている面もあるよう
だ。鋼材価格とスクラップ価格のスプレッドは維持さ
れており、生産量が減少するなかでも、鋼材メー
カーは一定の収益を確保できている。
新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務を行う企
業が増えたことなどから、このところ都心部のオフィ
ス需要は弱含んでいる。都内の再開発プロジェクト
など、先行きも一定水準の計画は見込まれているも
のの、感染の終息時期が見通せないなか、デベロッ
パーはテナントビル建設工事を進めることに慎重に
なっている。10～12月期の鋼材の生産についても、
前年を下回る水準で推移しよう。
銑鉄鋳物の生産は、昨年夏頃までは比較的底堅

く推移していたが、米中貿易摩擦の影響などで海外
経済が減速するなか、輸出用の建設機械向けや工
作機械向けを中心に減少してきた。2020年1～3月
期には一旦減少に歯止めがかかったが、4月以降は
感染症の影響で、国内外ともに需要が一段と落ち込
み、鋳物の生産は前年を大幅に下回った。昨年の春
先に落ち込んでいた鋳鉄管については、夏場にかけ
て持ち直した後は比較的底堅い動きを続けている。
需要の大幅な落ち込みを受けて、製品価格は弱
含んでいる。鋼材向けのスクラップ価格が比較的安
価に推移するなかでも、より高品質な鋳物用スク
ラップの価格はあまり下がっていない。電力料金や
副資材価格の負担も大きく、収益が圧迫されている。

当面、建設機械向けや工作機械向けなどは弱い
動きが続くとみられることから、先行きの銑鉄鋳物
の生産も前年を下回って推移するとみられる。
 

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
公共工事：県内の公共工事請負金額は2020年4～
6月期前年比＋4.2％、7～9月期同+19.4％と好調
が持続している。公共工事の発注は順調で、建設業
者の受注残は多く、足元の工事量も高水準で安定
している。都内の大手業者が引き続き繁忙なため、
県内業者の受注状況は価格面を含めて良好であり、
相応の収益を確保できている。
老朽化したインフラの更新や補修の必要性が高

まっており、建物のほか、河川、橋梁、道路なども改
修・補修工事が多く、新規の建設案件は少ない。
先行きは、当面堅調に推移するとみられる。自然
災害が多くなっており、災害対策や老朽化したイン
フラの改修などが期待されている。
民間工事：県内の非居住用の建築着工床面積は
2020年4～6月期は前年比▲16.0％、7～9月期は
プラスの見込み。民間工事の着工は、やや振れの
ある動きとなっている。ただ、受注残は相応にあり、
工事量はほぼ横ばいである。
種類別では建て替え、補修を含めて病院、介護
関連などの医療・福祉施設の工事が多い。設備投
資の回復から好調だった工場やビルの改修、建て
替えなどは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、見合わせるところも出ており、このところ減少し
ている。商業関連やサービス関連も着工は手控えら
れている。新規着工には手控えがみられるが、都内
の大手業者は引き続き繁忙で、県内の工事は県内
業者が請け負っており、受注残は多く工事量は高水
準で横ばいの状況が続いている。
先行きは、新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、企業の設備投資意欲減退の影響やオフィス、商
業、サービス用の需要減が懸念される。

住宅：2020年4～6月期の新設住宅着工戸数は前
年比▲8.7％、7～9月期も減少が続いている模様。
マンションは、価格が高止まりしており、全体とし

て販売が不調なことに加え、新型コロナウイルス感
染症の影響で販売活動が手控えられたこともあり、
4～6月期は販売戸数が大きく減少した。一部大型
物件で販売が好調な物件があることや、販売戸数
の調整もあり、契約率は若干上向いているものの、
販売側の収益面も厳しくなっていることもあり、供給
は手控え気味となっている。
戸建の分譲住宅も新型コロナウイルス感染症の
影響を懸念し、土地仕入れや新規着工を絞ったこと
から着工戸数は減少している。一方、販売面は7月
以降展示場への来客数も多くなっており、来場から
契約に至る割合も上昇しており悪くない模様。
貸家は、空室率は低下傾向にあるが、供給過剰

の懸念は依然強く、新規の着工は引き続き手控えら
れている。
先行きは、マンションは地価の上昇や好立地の土
地の供給が少なくなっていることもあり供給の手控
えが続くとみられる。戸建て分譲は郊外の需要が高
まる期待もあり、堅調な推移が見込まれる。貸家は、
引き続きやや弱含みの見込み。新型コロナウイルス
感染症の影響については、所得面の不安が出てく
ると、購入に慎重な姿勢が広がることが懸念されて
いる。

（6） 百貨店・スーパー…百貨店は大きく減少・スー
パーは増加

百貨店：7～9月期の売上は前年を大きく下回ったと
みられる。緊急事態宣言により県内の多くの百貨店
が食料品売場を除き臨時休業となったため、4～6
月期の売上は前年比▲47.0％とほぼ半減した。5
月25日の緊急事態宣言解除に伴い営業を再開し
たが、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響もあ
り、売上の戻りは鈍かった。7月の売上は前年比▲
14.6％、8月は同▲8.7％、9月も昨年の消費税率
引き上げ前の駆け込み購入の反動もあり売上は減
少したとみられ、7～9月期全体でも大幅な減少と
なった。
来店客数と客単価をみると、来店客数は外出自
粛の影響から大きく減っているが、客単価は前年
対比微増となった。来店客数の減少ほどには売上
が減っていないことから、客単価の上昇に加え顧
客の買い上げ率が高まっているようだ。単に見るだ
けの顧客は減り、目的を持って来店する顧客が増
えている。
品目別では、在宅需要の高まりから食料品やリビ

ング関連が好調である。食料品は生鮮、一般食品
とも増加し、外食に行かないかわりに肉や鰻など少
し贅沢な食材を購入する顧客が多い。リビング関連
ではフライパンや鍋などのキッチン用品や、家の中
で快適に過ごしたいという需要から寝具が売れて
いる。
一方、主力の衣料品は苦戦している。衣料品はこ

れまでも低迷が続いていたが、さらに落ち込んでい
る。アパレル業界ではブランドの休廃止の動きもあ
り、商材が揃わず売上を落としたという話もあった。
先行きも、消費者の消費意欲は低く、景気悪化に

よる所得の減少も懸念され、低迷が続くと予想され
る。対策として、ネット販売の強化や、店休日を減ら
し営業日を増やしたり、会員向けセールの開催日数
を増やすことで、消費喚起を図る計画である。

スーパー：7～9月期の県内スーパーの売上は、前年
を大きく上回ったとみられる。本年2月以降、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う買いだめ需要や巣ごも
り需要から、スーパーの売上は増加が続いている。
客数は前年並みで増えてはいないが、客単価は

かなり上がっている。顧客は外出を自粛しており買
い物頻度は落ちているが、1回の買い物で多くの商
品を購入している。
品目別では、食料品の好調が続いている。「外出

しない、外食しない、家でごはん」という傾向は変
わっておらず、調味料やお酒、肉などがよく出ている。
料理に使うキッチン用品・生活雑貨などの住居関連
用品の売れ行きもよい。一方、衣料品や靴、化粧品
は不振が続いている。顧客の動きをみると、買い物
時間を少なくし、1カ所で手短に買い物を済ませて
いる様子がうかがえる。ゆっくり見て回ることはなく、
衣料品売り場にはなかなか足を運ばない。
非接触にこだわる消費者も多く、ネットスーパー

の利用が急増している。玄関先に商品を置き、配達
員と接しない置き配も人気だという。また、買い物を
する時間が昼間にシフトしており、夜の売上が落ち
ているため、閉店時間を早めたところがあった。
先行きについても、これまでの傾向は変わらない

とみるところが多い。全体としては売上の増加は続
くものの、食料品関連は好調、衣料品は不振と、好
不調の差が大きい動きとなると予想される。
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